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感染性産業廃棄物の処理フローとリサイクル

医療機関等より排出

医療機関等→中間処理施設

（直行 又は、積替え保管施設を経由して処分施設に搬入）

排出事業者

収集運搬業者

無害化・不活化・滅菌 焼却、マイクロ波、オートクレーブ、乾熱滅菌、放射線照射、

次亜塩素酸ナトリウム、酸化エチレン等

最終処分業者

（リサイクル）

焼却時の排熱を利用し発電 （処理施設での利用・余剰電力は売電）

残渣物のリサイクル

医療機関等とは、病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療
院、助産所、動物の診療施設、学術・試験等研究所を指す

補足資料：

感染性廃棄物の処理はどうなっているか ～神戸環境クリエート㈱における処理の実際および私見～ （神戸環境クリエート㈱ 研究室 早川健一）
https://drive.google.com/file/d/1UuuhyAYLl0VJ1YHwfuOdck27dnasAexF/view?usp=drivesdk
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サーマルリカバリー
マテリアルリサイクル

溶融・破砕・埋め立て

収集運搬

中間処理業者

https://drive.google.com/file/d/1UuuhyAYLl0VJ1YHwfuOdck27dnasAexF/view?usp=drivesdk


排出事業者
感染性（産業/一般）廃棄物の発生 （患者 杉本）

痛いの
嫌い・・・
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撮影協力：成子クリニック（目黒区）



排出事業者
感染性廃棄物の収納

感染性廃棄物の容器は「針貫通、破損しない」 というメー
カーの保証書はついてこない。また、マークの色によって内
容物を分別することを推奨しているが義務ではない。

※ 診療所では設置・保管スペースに制限がある為、通常
黄色が使用される。３色が入った容器もある。

バイオハザード
マークの色

内容物 荷姿

液状、又は
泥状のもの

内容物が漏洩し
ない密閉可能な
荷姿

鋭利なもの 対貫通性のある
密閉可能な荷姿

固形状のもの 
内容物が暴露し
ない密封可能な
荷姿
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排出事業者→収集運搬業者
産業廃棄物管理票（紙または電子マニフェスト）の発行、必要事項を必ず記載する。

１５３-００６５

１５３-００６５

１４０-０００３

１４０-００１３

０３-３７１０-９８９１

０３-３７１０-９８９１

０３-３７９９-５３７４

０３-３７６４-５３００

１３６６０２２１４３

１３７６００３０７２

本来、医療機関側が紙マニフェスト伝票を準備し、必要事項を記載し処理業者に
対して交付しなければならないが、ほとんどの場合収集運搬業者が準備している。
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収集運搬業者
収集・運搬

• 運搬車両は、感染性廃棄物容器が車両から落下、悪臭が漏れるおそれのない構造
を有するものとする。

• 荷台と運転席の間には仕切りを設ける。

東京都の優良性基準適合認定制度では車両は保冷機能以上を備える必要がある（内
容物の腐敗防止）。

写真提供： ㈱日本シューター
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病原体等の増殖、腐敗防止
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専用容器に梱包された感染性廃棄物は、温度管理が可能な保管庫で処分前一時保管される。
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処分業者
中間処理での焼却

感染性廃棄物は感染性である特性から、事前処理（滅菌処理）なくリサイクルができない。
内容物は必ず滅菌されなくてはならないため、容器は開封することなく高温で焼却（８５０℃以上）。
法律上、医療機関から排出された密閉容器は、中間処分前に再開封することができない。



サーマルリカバリー
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処分業者→再生利用
焼却/溶融後残渣のマテリアルリサイクル

路面材へリサイクル 金属ペレット
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㈱シンシア横浜（中間処理施設）での処理工程

最大限の再資源化

サーマル/マテリアルリサイクル

㈱シンシアでは環境負荷を抑えながら、幅広い廃棄物を焼却・溶融処理している。
高い再資源化の実現にむけ、品川R・Cセンターでは廃熱を利用したごみ発電（サーマルリサイクル）及び溶融処理後のスラグ
を土木資材として活用するマテリアルリサイクルを、横浜R・Cセンターではごみ発電に加えて余剰電力の売電を行っている。



動画

感染性産業廃棄物処理工程は７：１０辺りから

医療機関から排出される感染性廃棄物の処理は、国内の最先端技術によって支えられている。
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https://www.sincerehq.com/assets/common/video/yokohamarc.mp4

https://www.sincerehq.com/assets/common/video/yokohamarc.mp4


感染性産業廃棄物の不法投棄

1. 処理業者による不法投棄？
2. 医療機関等による不法投棄
3.医師の指示による不法投棄
4.感染性廃棄物の不法投棄はバイオテロ？

1. 感染性産業廃棄物の区分と定義
2. 排出事業者責任

5.感染症法に基づく特定病原体等の管理規制
6.不法投棄に係わる法律
7. 優良業者の選定
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処理業者による不法投棄？
千葉県成田市での不法投棄現場

ｉメソッドフォーラム・ホームページから転載 http://stock3.i-method.info/serviceindex1640.html

感染性廃棄物容器
滅菌の為の薬剤散布
手指だけでなく、靴底からの貫通性曝露
に細心の注意を払う。
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処理業者による不法投棄？
富士山麓での不法投棄

アルピニスト野口健氏ホームページから転載 http://www.noguchi-ken.com/M/2012/10/post-449.html
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北海道札幌市

同市の病院が平成4～14年末にかけて、車いすや冷蔵庫、針の付いていない数十点の

注射器や点滴バッグ等、同病院が排出した約60t の廃棄物を病院近くの厚別川河川敷

に不法投棄していたことが平成16年9月に分かった。

実行者である同病院の職員2名が廃棄物処理法違反（不法投棄）、不動産侵奪の容疑

で書類送検（不動産侵奪は起訴猶予）され、このうち廃棄物処理法違反による刑事罰が

平成17年8月に確定した。

・主犯格の職員は懲役2年（執行猶予3年）罰金80万円

・共犯者は懲役10ヶ月（執行猶予3年）

・法人は罰金300万円

医療機関による不法投棄
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医師の指示による不法投棄

注射針等の鋭利物は感染性廃棄物専用容器に投棄していたが、血液
付着のガーゼやグローブ等の嵩張る廃棄物は、家庭ごみ（一般廃棄物）
として投棄。家庭ごみの処理は無料ではない、税金で賄われている。

警察が押収した証拠品 梱包、適正に処分

先生方の経歴に「前科」がつくことになりかねない。
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医師の指示による不法投棄
（中絶胎児の不法投棄）

平成１６年７月、横浜市の産婦人科医院が、妊娠１２週未満
の中絶胎児、胎盤、血液付着物を、感染性産業廃棄物、
又は感染性一般廃棄物としてではなく、家庭ごみ（一般廃
棄物）として廃棄処分していた。

院長は廃棄物処理法違反の罪により逮捕。

懲役１年、執行猶予３年、罰金１００万円

日本産婦人科医会からの退会

母体保護法指定医の資格返上

閉院

19



感染性産業廃棄物の不法投棄は

バイオテロ
感染性廃棄物は「特別管理産業廃棄物」

※ 感染性一般廃棄物に区分される物もあるが、一般廃棄物の収集運搬業者は回収しないケースが多い

特別管理産業廃棄物とは・・・
「人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」

感染性廃棄物が「最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認」の責任は
医療機関にある。（廃棄物処理法：第１２条）

処理業者が不法投棄したとしても・・・
それはその業者を選んだ医療機関の責任となることがある

それを「排出事業者責任」という。
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警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム（広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成するこ
とを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。）」と規定されているが、そのような意図が無く
てもその行為に社会は恐怖や不安を抱くことになる。



感染症法に基づく特定病原体等の管理規制
生物テロに使用されるおそれのある病原体等で、一種病原体等から四種病原
体等までを特定し、所持や輸入の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制

（平成１９年６月１日から施行）

厚生労働省HPより
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極端に安い処理費には裏がある

ｉメソッドフォーラム・ホームページから転載
千葉県銚子市
http://stock3.i-method.info/serviceindex1499.html
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不法投棄の代償

・五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
（廃棄物処理法 第２５条第１項）

・未遂の場合でも罰則の対象（廃棄物処理法 第２５条第２項）となり、法人の場合は３
億円以下の罰金。（廃棄物処理法 第３２条第１項）

・両罰規定有り。

※その他

・社会的信用の失墜
・インターネットに拡散
・医業停止
・医師免許取消し

医師が、下記各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大
臣は、医道審議会の意見を聴いたうえで、戒告、三年以内の
医業の停止または免許の取り消しの処分をすることができる。
（医師法第７条第２項、同条第４項）

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為の

あつた者
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処理価格よりも、遵法性と適正な処理を重視する
財務体質の健全な業者に委託すること

「廃棄物は業者に委託しているから、あとは関係ない」だろう・・・
「ゴミは目の前から無くなればそれでいい」 だろう・・・

「お金を払っているんだから、業者がきちんと処分している」だろう・・・
だろう・・・が危険

不法投棄をした業者が、責任を問われるのは当然のこと。
しかしその業者に委託した医療機関も責任を問われることがある。

24

例 • 過去、カレーを専門とする飲食店からの廃棄物が処理業者によって不正に横流しされる事件が発生した。

• この業者は横流し目的だった為に、他社よりも不当に安価な処理料金で請け負っていた。

• 不法投棄をした業者が一番“悪い”のは当然、しかしこの業者に廃棄物処理を委託した、この飲食店も罪に問われた。

• 廃棄物処理法の第12条、「廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認」。いわゆる、「廃棄物処理の
注意義務」を怠ったことになり、起訴、罰金刑が科せられた。



業者による感染性廃棄物の不適正処理
（不法投棄・不法保管等）に巻き込まれると・・・

宮城県内の事例
https://youtu.be/L5zlZ6V5e7E?si=Bl2y8QFM5mQyprK-

https://youtu.be/obO-GY5IEdk?si=MwslaoJoHPFymUK4

1. 特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲に含まれない方法により、排出事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の処分行った。

2. 同社事業敷地内で、特別管理産業廃棄物を特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない状態で保管している。
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1. 行政は処理業者の許可取り消しを行う。
2. 処理業者は契約していた医療機関へ処理困難通知を送る
3. 医療機関は他の処理業者を見つけなければならない。

a. 処理施設に廃棄物が残置されている場合・・・
b. 当該処理業者が廃棄物を適正処理（撤去）できない場合・・・

関与した医療機関は廃棄物処理法 第12条の
「廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認」を怠ったことに該当するため、

排出事業者責任を問われている。

① 行政は医療機関に当該廃棄物の撤去を求める
② その際の撤去費用が請求される
③ 医療機関が応じない場合、行政が氏名を公表する場合がある

https://youtu.be/L5zlZ6V5e7E?si=Bl2y8QFM5mQyprK-
https://youtu.be/L5zlZ6V5e7E?si=Bl2y8QFM5mQyprK-
https://youtu.be/obO-GY5IEdk?si=MwslaoJoHPFymUK4
https://youtu.be/obO-GY5IEdk?si=MwslaoJoHPFymUK4
https://youtu.be/obO-GY5IEdk?si=MwslaoJoHPFymUK4


医療安全 その１

1. 廃棄物が起因する事故の責任
2. 留意すべき廃棄物

1. 廃水銀
2. DNA・RNA廃棄物
3.廃抗悪性腫瘍剤
4.放射性廃棄物（RI廃棄物）

3.混入禁忌品

容器を密閉した後は、法律上、処理業者は容器を開封できない。
感染性廃棄物用の容器はなんでも入れられる便利な箱ではない
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廃棄物が起因する事故
医療機関の責任

民法４１５条 債務不履行
民法７０９条 不法行為
刑法２１１条 業務上過失致死傷罪

芝田総合法律事務所 芝田 麻里 （杉本まとめ）

原因
・廃棄物の不適正な分別
・廃棄物の不適正な扱い
・禁忌品（危険物）の混入
・鋭利物（注射針・メス・鋸・ランセット・ガラス製品）
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医療機関より排出される水銀含有廃棄物
水銀血圧計・水銀体温計・水銀温度計・試薬・水銀電池・マーキュロクロム・

防腐剤として水銀を含む化合物（抗血清）・アマルガム・チメロサール・蛍光灯

廃水銀

水銀含有の医療用計測器は東京都医師会が回収事業を行っている。
（詳細は東京都医師会にご確認ください）

我が国の水銀に関するマテリアルフロー
（２０１４年度ベース, 環境省）

平成２３年度環境研究総合推進費補助金研究事業結果報告書

「水銀などの有害金属の循環利用における適正管理に関する研究」第２章「水銀
回収量推計の精緻化および製品由来水銀の回収促進」浅利委員研究論文より
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水銀(Hg)について
1. 焼却
2. 溶融
3. オートクレーブ
4. 乾熱滅菌
5. 高周波滅菌

Global Mercury Assessment 2013    (https://www.unenvironment.org/)

病原体を
高温によって
無害化

水銀は常温で
も蒸発するため、
加熱は最悪。

大気からの沈着

土壌汚染

下水道

地下水、他水
域への漏洩

石炭発電所

地下水への漏洩

大気汚染

水質汚濁
廃棄物焼却・埋立施設

海洋汚染

汚染物質の蒸発

生物濃縮

食物連鎖

微生物

金採掘
水銀が排出される

工場

現在の水銀濃度に対する相対値（％）水銀の循環

水銀の国内重要は約5.4トンと言われ、その内の、
約1.6トンが医療用の計測器として使用されている。

不法投棄による事故事例：

• 水銀を含有する廃棄物が一般廃棄物の焼却
処分施設に投棄され、平成22年度から26年度
の間に、都内21箇所ある内の16か所施設の操
業がストップ、被害総額が約3億円となる事例
があった。

• 東京都における排ガス中の自己規制値は1立
方メートル当たり0.05ｍｇであり、水銀血圧計な
らたったの4台で規制値に達する。

• 水銀含有の、医療用計測器を処分する場合、
処理費用は、決して安いとは言えない。

• 水銀は「船舶安全法」や「航空法」の規制によっ
て、海路や空路での輸送ができない。従って、
北海道にある国内唯一の処分施設まで、陸路
で運搬しなくてはならない。その際、水銀の収
集運搬許可を持った、複数の業者を経由する
ことになる。

• 水銀を預かった際に、マニフェストを発行する
が、その瞬間から法の定める期間内までに、最
終処分をし、E票をもって排出事業者に報告を
しなければならない為、血圧計を貯めておくこ
ともできず、血圧計１台だけでも、北海道へ運
搬しなくてはならない。

• 蒸発した水銀は大気中へと拡散してやがて海洋、河川、土壌へ降り注ぎ、人体に重篤な影響を及ぼす有機水銀へと変化する可能性が高い。
• 有機水銀は生物濃縮され、食物連鎖の頂点にいるヒトには大きな脅威となりうる。
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環境省 平成１７年度事業 DNA廃棄物及び廃抗悪性腫瘍剤調査報告書（概要）より

DNA・RNA廃棄物について
（PCR検査廃棄物：Polymerase Chain Reaction）

• 「核酸廃棄物」とは、塩基が鎖状の構造となった化学合成物質が廃棄物となったもので、核酸にはDNA（デオキシリボ核酸）と
RNA（リボ核酸）の両方が含まれる。

• 組換え核酸廃棄物（遺伝子組換え技術を用いて、塩基配列を組換えた核酸廃棄物）

• 融合核酸廃棄物（異なる核酸をつないだ配列をもつ核酸廃棄物）

• 生物核酸廃棄物（細胞抽出した核酸廃棄物で、PCR等により増幅したものを含む）

• 核酸廃棄物は、核酸を含む溶液、廃棄物が付着した手袋、チューブ、試験管等、使用済み製品も含む。

•  留意が必要な核酸廃棄物
• 感染症の原因となるDNA, RNA（感染性廃棄物の「病原微生物」に該当）
• 病原性、毒素、がん遺伝子等の有害物質の産出性を有する核酸

• 上記の核酸を含む使用済みのバイオ製品、バイオ関連製品及び薬事法で毒薬、劇薬
として指定を受けている医薬品
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環境省 平成１７年度事業 DNA廃棄物及び廃抗悪性腫瘍剤調査報告書（概要）より

廃抗悪性腫瘍剤について

• がんの治療に用いられる抗悪性腫瘍剤等の多くは、薬事法で毒薬または劇薬に指定
されている。

• 生体に対する変異原性、催奇形性、発がん性等の細胞毒性を有している。

• 抗悪性腫瘍剤等に係る廃棄物については、投与しなかった抗悪性腫瘍剤はもちろん
のこと、抗悪性腫瘍剤が付着したガウン、手袋、マスク、注射器等の廃棄物、シリンジ、
アンプル等の廃容器包装についても、処理に当たり留意が必要である。

• 廃抗悪性腫瘍剤等の処理については、いずれも焼却による分解が可能であり、焼却、
または溶融が廃抗悪性腫瘍剤等の処分方法として最も適切である。
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（公社）日本アイソトープ協会 「放射性廃棄物が医療機関から排出される場合の取り扱いについて」 講演より、杉本まとめ

放射性廃棄物（Radioisotope: RI廃棄物）について

• RI廃棄物の発生施設として、医療法による病院・診療所、臨床検査技師等に関する法律による衛生検査
所、薬事法による放射性医薬品製造業者が挙げられる。

• 上記の機関より排出されるRI廃棄物は厚生労働省令で指定する、（公社）日本アイソトープ協会（JRIA）へ
処理を委託することが定められている。

• 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律としての対象施設である、教育機関・研究機
関・民間企業・病院のRI廃棄物に関しては許可を有する処理業者への委託が可能である。
• 放射線発生装置、照射装置等が規制対象。
• 癌治療に用いられる通称“加速器”は規制対象だが、X線撮影に使用される照射装置（1MeV未満）は
規制対象外。

• 医療機関から排出される主なRI廃棄物とは以下を指す。
• 生体内検査から発生する物。

（半減期の短い放射性医薬品を服用後に排泄される物）
• 生体外検査から発生する物。

（患者から採取した血液や尿を放射性医薬品と反応させた後に生じる物）
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試薬類（毒物・劇物）・廃薬品・引火性廃油・有機溶剤・アルコール・電池・爆発物・粉塵爆発誘因
物・妊娠から１２週以上経過した死亡胎児・その他、社会通念上不適切な物

妊娠から１２週未満の死亡胎児ついては、一般的に、摘出・切除された臓器や組織として感染性廃棄物として処理されるが、
生命の尊厳に係るものとして適切に取り扱うことが必要

※妊娠から１２週以上経過した胎児は、死胎として火葬・埋葬をする。（墓地埋葬法 死産の届出に関する規程 昭和２１年厚生省令第４２号）
※第１種及び第２種向精神薬を廃棄するときは、別途記録が必要（麻薬及び向精神薬取締法 第５０条の２１）
※解剖に際し発生する、剖検臓器に関しては死体解剖保存法に準拠する

感染性廃棄物容器への混入禁忌品

試薬類はポリ容器内で漏洩し、化学反応

を起こし異臭や有毒ガスを発生させる危

険性が有る。
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引火性廃油やアルコールは容器内で揮

発し火災の原因になる危険性が有る。

スプレー缶、ライターのような可燃性のガ

スは運搬中破裂し、車両火災の原因にな

る他、焼却炉内で爆発し施設に甚大な被

害を与えることになる。



感染性廃棄物容器への混入禁忌品
リチウムイオン電池による事故が多数発生している
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処理施設で火災を発生させない為に

廃棄物ピット（９，０００㎥）： ３００ｔ/日の廃棄物が搬入される。
• ピット内で廃棄物同士が反応する物があるため注意が必要。
• トナーのような、粉じん爆発を誘発するような廃棄物も搬入禁止。
• 申告した廃棄物以外の物を混入させ、事故が発生すると損害賠償請求となる可能性がある。

写真提供： 株式会社シンシア横浜R・Cセンター
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写真提供： 株式会社シンシア（キルンストーカ炉）

混ぜるな
危険！

36

有毒ガス発生の危険性

塩化水素

防毒マスク
塩素系漂白剤
磁気カード等

硫化水素

胃腸薬
タイヤ

合成ゴム等

混触危険性物質

アルミニウム+石灰⇒水素ガス

１次反応： CaO+H2O→Ca(OH)2

２次反応： 2Al+3Ca(OH)2→3CaO・Al2O3+3H2

NH3 ＋ 3I2 → NI3 ＋ 3HI

アンモニア+ヨードチンキ⇒三ヨウ化窒素

化学反応の危険性



医療安全 その２

1. 感染性廃棄物専用容器の使用ルール
2. 鋭利物の突出とはみ出し

1. 針刺し・切創，血液・体液曝露の脅威
2. リキャップ
3.血液媒介病原体による感染経路と感染確率

3.針刺し損傷に係わる訴訟と法律
4.職業感染の防止

1. 医療機関がすべきこと
2. 医療従事者がすべきこと

汚染物による切創

1. すぐに、流水にて５分以上血を絞
りながら十分に洗浄する。

2. 万一の場合の労災保険申請に備
えて関係部署に報告をする。

3. 受傷時に肝機能が正常であるこ
とを確認する為に肝機能検査を
受けること。
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容器は閾値をこえると必ず破損し、針が突出する。

容器への過充填は危険！
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※注意

収集運搬業者によっ
ては液状又は泥状の
ものを段ボールの荷
姿では受け入れをお
断りする場合がある。
詳しくは、取引のある
収集運搬業者にお問
い合わせください。

（公財）日本産業廃棄物処
理振興センターでは、感染
性廃棄物容器の評価事業
を行っている。

感染性廃棄物容器評価事
業 | 公益財団法人 日本産

業廃棄物処理振興セン
ター (jwnet.or.jp)
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容器には無理に詰め込まない

容器には投げ入れない

容器の強度を過信しない

廃棄時には確実に密閉する

液体が入っている場合は、注意喚起をする

外周に汚染物を付着させたままにしない

感染性廃棄物の専用容器

サイクルペールシステム

再生プラスチック
を利用した容器

40
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【日本環境感染学会教育委員会 講習会導入ビデオ VoL#4】 2011.02.18公開版
制作：日本環境感染学会教育委員会・職業感染制御研究会 （©日本環境感染学会2010）

事例から学ぶ針刺し・切創，血液・体液曝露の脅威

https://www.youtube.com/watch?v=3ZrEinX1bY0動画
41
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https://www.youtube.com/watch?v=3ZrEinX1bY0


針刺し損傷の事例
無理な詰め込みと投げ込みにより、ポリ容器の側面から

注射針が突出し、針刺し損傷が発生した。

１８ゲージの注射針
写真提供： ㈱日本シルバー
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針刺し損傷の事例

密閉前だった為、医療機関によって当該注射針を特定
関節機能改善剤 （ヒアロス関節注25mg) 被使用患者不明

43

職業感染は医療機関外でも発生する可能性がある。



不適切な分別凶器
鋭利物は必ずポリ容器に収納する！ 写真提供： メッドトラストESG㈱
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凶器 
鋭利物は必ずポリ容器に収納する！

写真提供： メッドトラストESG㈱
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凶器 
鋭利物は必ずポリ容器に収納する！

写真提供： 神戸環境クリエート㈱
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写真提供： ㈱日本シューター

凶器 
鋭利物を梱包する場合は扱いに注意する！
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写真提供： 神戸環境クリエート㈱、メッドトラストESG

凶器 
鋭利物を梱包する場合は扱いに注意する！
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過充填による針の突出事例

どこから針が突出しているか分かりますか？
針は光の加減や角度によって見えない時がある 写真提供： ㈱日本シルバー
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過充填よる針の突出事例

金属ニッパで切断後、養生をして処理施設に搬入した 写真提供： ㈱日本シルバー
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はみ出し事例

はみ出しやすい物
翼状針 ・ 縫合針 ・ チューブ ・ 注射針

舌圧子 ・ グローブ ・ ウロペーパー ・ 処置用シーツ
インフルエンザ検査に使用する鼻腔用の棒 ・ PPE 写真提供： ㈱日本シルバー
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皮膚貫通性暴露の抑止

この内容物、何が問題なのか分かりますか？
ヒント：平成１７年２月１日付の厚生労働省通達で原則禁止された。
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• 日本国における感染者数（推定値）
• HCV約１５０万人
• HBV約９０万人

• HCV感染経路では医療行為等に関連するものが全体の３５％でトップ

国立感染症研究所 HPより転載

職業感染制御研究会HPより転載
http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_infection.html

針刺し防止機能付き留置針

針刺し防止機構付翼付静注針針刺し防止機構付注射針

写真提供：
テルモ株式会社

・米国や欧州では、安全装置付き注射針の使用は義務となっているが、
国内では法律による強制的な使用義務が無いことと、コストが高い為導入されてない。

・シリンジ付き注射針の国内シェアはほとんど無し。 翼状針で６５％ 静脈留置針で７７％程度
（基幹病院での使用率が高い、よって全体の使用量がほとんどのシェアを占める）

鋭利機材を使用する医療現場などでは、血液・体液暴露が
発生することを前提とした対策が必要である。 職業感染制御研究会

前
ス
ラ
イ
ド
の
回
答
：

リ
キ
ャ
ッ
プ

容
器
に
は
リ
キ
ャ
ッ
プ
せ
ず
に
投
入
可
能
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・ ペットボトルや空き缶等の資源ごみの中に、針の付いた

使用済みのプラスチック製注射器1本が混入し、一般

廃棄物処理施設の職員の針刺し損傷が起こった（9月中旬）

・ 一般廃棄物の中に血液が付着した脱脂綿と注射器17本、

針3本が混入（9月下旬）

・ 平成12年9月の約1ヶ月間で、一般廃棄物の中に注射針

や注射筒等81点が混入

・ 院長が減給、副院長と看護部長が戒告、関係部課長ら

8人が訓告処分された。

平成12年9月 北海道赤平市 病院 

北海道新聞・朝刊、毎日新聞 平成12年9月14日

針刺し損傷の代償
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針刺し損傷に係わる訴訟（大阪）

「新人時代（准看護婦）に患者の血液検査中、指に刺さった注射針からＣ型肝炎に
感染したのは病院が十分な指導をしなかったからだ」として、病院を経営する医療
法人を相手取り総額約３０００万円の損害賠償を求めた。

原告主張：安全配慮義務違反 

1. 針刺し損傷防止の遵守事項の説明なし 

2. 患者がC型肝炎であると説明なし 

3. 針刺し後の処置方法について説明なし 

病院主張：針刺しは本人の過失 

大阪地裁は、病院側に約２７４０万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

病院側は控訴し２０００年４月に和解
（１９９９年３月９日 朝日新聞-大阪）
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労働安全衛生法
労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律

労働契約法
労働契約に関する基本的な事項を定めた法律

本法は、労働基準法と相まって、労働災害の
防止のための危害防止基準の確立、責任体制
の明確化及び自主的活動の促進の措置を講
ずる等、その防止に関する総合的計画的な対
策を推進することにより、職場における労働者
の安全と健康を確保するとともに、快適な職場
環境の形成と促進を目的とする。

労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん
等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し
、疾病にかかり、又は死亡することをいう（2条1項）。

労働者
労働基準法第9条に規定する労働者をいう（2条2項）。

事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう（2条3項）。その事

業における経営主体のことをいい、会社などの法人については、
法人の代表者個人ではなく、法人そのものをいう。

本法は、労働者及び使用者の自主的な交
渉の下で、労働契約が合意により成立し、
又は変更されるという合意の原則、その他
労働契約に関する基本的事項を定めること
により、合理的な労働条件の決定又は変更
が円滑に行われるようにすることを通じて、
労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係
の安定に資することを目的とする

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全
を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと
する」（第５条）。

労働者は，使用者の指定した場所に配置され，使用者の供給する
設備，器具等を用いて労働に従事するものであることから，労働
契約に伴い信義則上当然に，使用者は，労働者を危険から保護
するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされている。
このため，法第５条において，使用者は当然に安全配慮義務を負
うことを規定したものである。

労働者が労務を提供している最中に、身体や生命に損害が発生
した際には使用者に対して損害賠償を請求することができる。

針刺しした者の不注意では済まされず、
医療機関の責任となることがある。
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針刺し切創予防策
医療機関がすべきこと

• 全般的事項
• 鋭利機材の安全な取り扱いルールの策定。
• 針刺し切創が起こった場合の報告体制や事後措置体制を院内で確立。
• 針刺し切創に関する教育を実施。

• 機器整備
• 安全注射器等の利用。
• 注射器・鋭利器材の使用後、速やかに安全に廃棄できる場所に専用容器を設置。
• 採血や処置を行いやすい作業環境の整備。

• 情報提供
• すべての血液体液は感染性のあるものとして、注意を喚起する。

• 教育・研修
• 針刺し切創防止教育は、係わるすべての職員に対し、実技を中心とした実践的なトレーニング行う。

• 業務改善
• 鋭利器材を使用する医療行為についてのリスク管理。

（一社）職業感染制御研究会HPより要約 http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_prevent.html 許可を得て一部改変
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針刺し切創予防策
医療従事者がすべきこと

• 注射器などの取り扱いルール

• リキャップをしない。
•  翼状針などの安全装置はきちんと最後まで作動させる。
• 使用後の注射器や注射針等は素手で扱わない。
•  使用後の注射針等は放置せずに、すぐに廃棄する。
• 使用後の注射針等は、必ず使用者が責任を持って廃棄する。

• ヒヤリ・ハットの経験を共有し、必要な予防策を早急に構じる。

• 仕事にとりかかる前にひと呼吸の原則。

• すべての血液、体液は感染性のあるものとして取り扱う。

•  感染性廃棄物容器は満杯になる前に、次の空容器と交換する。

• 針刺し発生時は全てに優先して直ちに適切な曝露後予防策を行う。

• 手はもちろん、目の保護、検査着等、個人用防護具を必要に応じて活用する。

（一社）職業感染制御研究会HPより要約 http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_prevent.html 許可を得て一部改変
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職業感染の防止
• B型肝炎は、ワクチンの接種で問題は解決されている。また、ワクチン接種後もHBs抗体価に変化がみられなくても、HBs抗体が強力な
中和抗体活性を有しているためHBsワクチン接種で発症予防ができる。

• C型肝炎ウイルスのキャリアからの切創の場合、ワクチンがないこと、また、急性発症の例が少なく、自覚症状も無いことから、低確率で
はあるが慢性肝炎へ移行しやすい。

• 汚染物による切創
• すぐに、流水にて５分以上血を絞りながら十分に洗浄する。（切創部の消毒はおまじない程度）
• 万一の場合の労災保険申請に備えて関係部署に報告をする。
• 受傷時に肝機能が正常であることを確認する為に肝機能検査を受けることが重要。

• 職業感染は空気からも発生する。飛沫核は微小粒子である為に沈降速度が遅く、エアロゾルとして広範囲に空間に存在する。
空気感染の主原因となる既知の病原体は結核、麻疹、水痘であり、これら感染力の高い病原微生物は水分に乏しい飛沫核で生き延
び、少数の病原体で感染する。

• 結核菌については酸、アルカリ、乾燥、低温に強く、感染力も高い上にエアロゾルの飛沫核が肺胞に定着した場合感染
が成立する。結核菌の職業感染としては、病理関係者に多く、１９８９年の時点で日本では結核症罹患率が６００人/年/１０万人となってい
る。

• 多剤耐性菌の一つである、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）は、全ての医療機関で生息している可能性があり、院内感染防止の
ためには、徹底した手洗いの励行。顔面にはMRSAが常在しているものと考え、病室内では肩から上に手を挙げない安全教育が必要
である。

藤田医科大学 名誉教授 医学博士 堤 寛 （指導を基に作成）
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医療安全 その３

1. 過充填による変形
2. 過重量による変形
3.過充填による破損
4.不完全密閉
5.内容物漏洩
6.容器の外周汚染

杉本大輔; 高橋史武. 小規模医療機関から排出される感染性産業廃棄物の不適切排出事例の調査と処理業従事者の安全担保に係る取組みについて. 有害・医療廃棄物研究, 2022, 34.1: 39-46.

佐々木いづみ, 藤原博良, 佐々木基了, 池田行宏: 感染性廃棄物容器の取扱い等に関する調査, 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集, Vol.32, pp.67-68 (2021)
第32回廃棄物資源循環学会研究発表会 (jst.go.jp)

Sugimoto D, Takahashi F. Motivation to Decrease Discharge Cost Results in Improper Discharge 
of Regulated Medical Wastes from Small Clinics: Inspectional and Statistical Evidence in the 
Tokyo Metropolitan Area. JMA J. 2023;6(2):138-147.
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過充填による変形事例

詰め込みにより変形した容器が台車及びパレット運搬時に不安定となり落下、容器の破損・内容物の飛散に繋がる。
飛散したものが、おむつ等の汚物だと悲惨な結果になる。
このような状態で廃棄し、事故が発生すると医療機関の責任となることがある。 写真提供： ㈱日本シルバー、神戸環境クリエート㈱
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過重量による容器変形事例

写真提供： ㈱日本シューター

診療所向けのご請求は、多量排出者である病院とことなり、キロ単価ではなく、箱単価でご請求するのが通例となっている。

容器を渡して１箱単位で請求すると、詰め放題、元をとりたい感覚が働く。

廃棄物処理コストを下げるために⇒

「もっと詰めろ、もっと詰めてから梱包しなさい！」⇒
事故が発生した場合、指示した者の責任となることがある。

必ず適切な充填量（容器容量の約8割）・過重量にならぬよう排出する。
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過充填による容器の破損事例
詰め込めるだけ詰め込んで、足で踏みつけて蓋を締めた結果

容器は詰め放題ではない。適切な廃棄容量の厳守
容器容量の約８割が推奨される。 写真提供： ㈱日本シルバー

63



容器の破損事例
膝で容器上部を押しながら無理やり蓋を締めた結果

危険！
膝で上面を押し付けるようなことはせず、必ず四隅を手で押圧して密閉する。

写真提供： ㈱日本シルバー
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不完全密閉の事例

感染性廃棄物の専用容器は密閉されていないと意味が無い

舌圧子 処置用シーツ

写真提供： ㈱日本シルバー
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容器破損による内容物漏洩の事例
血液（体液）漏洩

液状の場合、堅牢で密閉可能なポリタンクに入れることを推奨している。
写真提供： J&T環境株式会社 東京臨海エコクリーン
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容器破損による血液漏洩の事例

写真提供： 神戸環境クリエート株式会社
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容器自体が感染源となる事例
血液（体液）付着

容器自体が汚染されていては意味が無い

写真提供： ㈱日本シルバー
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容器自体が感染源となる事例

容器が汚染されていては意味が無い

写真提供： 神戸環境クリエート株式会社
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廃棄物処理従事者からの“お願い”

私たちにも家族がいます。

医療機関からの廃棄物で病気や怪我をしたくはありません。

「医師」、「看護師」として、
感染性廃棄物を安全に管理して下さい。
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感染性該否の判断基準

1. 環境省の基準（感染性廃棄物の処理マニュアル）
2. 病理学の判断
3. 感染症学の判断
4. 歯学の判断
5. 看護学の判断
6. 獣医学の判断
7. 廃棄物処理従事者からのお願い
8. Standard Precaution （標準予防策）
9. その他の分別方法
10. 分別の難しさと問題点（４M)
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感染性廃棄物の
判断基準
(注)次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず
等を含む｡)
(注１) ホルマリン漬臓器等を含む。
(注２) 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、
実験動物の死体、試験管、シャーレ等
(注３) 医療器材としての注射針、メス、破損したアンプ
ル・バイヤル等
(注４) 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感
染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染
症の病床
(注５)医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポー
ザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透
析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類
等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等)、紙おむつ、標本(検体標
本)等

なお、インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフル
エンザ等感染症を除く。）伝染性紅班、レジオネラ症等の患
者の紙おむつ（参考１参照）は、血液等が付着していなけれ
ば感染性廃棄物ではない。 
(注６)感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこの
フローで判断が可能であるが、このフローで判断できないも
のについては、医師等（医師、歯科医師及び獣医師）により、
感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

環境省マニュアル
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感染性廃棄物の判断基準

• 廃棄物の中でMRSAや肝炎ウイルスが増殖することはない。

• 多くの病原体は乾燥状態が長く続くと死滅する。

• RNAウイルスが廃棄物の中で長期間生物活性を保つことは考えにくい。

• 環境（廃棄物）から人に感染しない病原体は感染性ではない。

• 環境（廃棄物）から人へ感染する病原体は感染性とする。

• 一般にホルマリン固定された臓器類は感染性がなくなるとみなされる。

• 冷凍保存された臓器は感染性とする。

• クロイツフェルト・ヤコブ病の場合を除き、使用済標本は感染性ではない。

病理学の判断

藤田医科大学 名誉教授 医学博士 堤 寛 （指導を基に作成）

73



• 「ヒト」に限定せず、人獣共通感染症を視野に置いたリスク管理。

• 感染の定義は汚染とは異なり、一定の臨床症状が発現（発症）する経過の各段階
をいう。不顕性感染、日和見感染などがあることを認識したリスク管理。

• 病原体はリスクが認知されているものであるが、未知の病原体のみならず、既知の
病原体等がどこかに潜んでいる可能性を想定したリスク管理。

• バイオハザードの要因は、病原微生物のみならず、カビや原虫等のほか、これらの
産生物質である、アレルゲン、毒素、核酸、タンパク等も含まれるため、病原体等と
し、要因となる領域を広く視たリスク管理。

• 病原体等は、器材等への付着、血液や臓器等にのみならず、空間にもエアロゾル
として存在することを認識したリスク管理。

元国立感染症研究所 主任研究員 医学博士 木ノ本 雅通 （指導を基に作成）  

感染性廃棄物の判断基準
感染症学の判断
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元明海大学歯学部 助教  歯学博士 岩崎 覚 （指導を基に作成）

感染性廃棄物の判断基準
歯学の判断

• スタンダードプリコーション（標準予防策）に準拠する。

• 歯科臨床は唾液や血液、分泌液など湿性生体物質に直接触れる機会が多い。

• 空気中にエアロゾル化した湿性生体物質、切削粉塵が浮遊している可能性があり、汚染領域を広くみる。

• 歯科用ユニット給水システム、技工物の滅菌に留意する。

• 鋭利器具を用いる治療が多いことから、回転切削器具、及びカートリッジ式注射器のリキャップ時の切創
暴露に留意する。

• グローブ、マスク、キャップ、フェイスシールド、エプロンを含めた個人防護具（PPE）を使用し、使用後は湿
性生体物質付着物として感染性廃棄物となる。

• 術中に発生する湿性生体物質付着のディスポ器材、ガーゼ、綿球、組織、歯茎、歯牙は感染性廃棄物と
して扱う。

• 貴金属リサイクルを目的として抜去冠等を業者に引き渡す場合は、事前に滅菌処理を行う。
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感染性廃棄物の判断基準
看護学の判断

• 標準予防策に基づき、すべての血液、体液、分泌物、排泄物で汚染さ
れたものは感染性のあるものとして、必要な個人防護具を装着して取り
扱う。

• 感染性廃棄物の判断は、標準予防策に加えて、環境省 感染性廃棄
物処理マニュアル「感染性廃棄物の判断フロー（形状、排出場所、感
染症の種類）」に準拠する。

• 感染性廃棄物は、固形物、鋭利物、液体・泥状物に分別し、専用容器
に廃棄する。

• 紙おむつについては「感染性」「非感染性」の分別は煩雑となり、標準
予防策からすると排泄物は「感染性」であることから、慈恵会医科大学
附属病院ではすべてを感染性廃棄物として対応している。

 東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染対策室 副室長 感染管理認定看護師 菅野みゆき （指導を基に作成）
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• 基本的な感染性廃棄物の対応は、他の領域と同様である。 

• 獣医学領域では、人畜共通感染症（人獣共通感染症、ズーノーシス、動物由来感
染症）について注意する必要がある。 

• 人畜共通感染症は、リスクの高い順に１類感染症から５類感染症まである。 

• 病原体として、ウイルスや細菌、原虫、真菌、寄生虫など幅広く、それぞれに適した
取り扱いが必要となる。 

• 動物から人へ、人から動物に伝播可能な感染症は、全ての感染症のうち約半分を
占めており、感染性廃棄物を取り扱う上でも人畜共通感染症に接触するリスクが
ある。 

• この課題を解決するために、人、動物、環境衛生に関わる専門職が連携して取り
組むワンヘルス（one health）の考え方が世界的に行われている。

感染性廃棄物の判断基準
獣医学の判断

東京農業大学  准教授 川嶋 舟 博士（獣医学） （指導を基に作成）
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• 標準予防策に準じた安全な分別をする。

• その際、未使用、非感染性でも鋭利なもの、運搬中に破損して鋭利
になるガラス製品も感染性廃棄物とする。

• 液体が入っている場合は注意喚起をする。

• 但し、禁忌品は混入させない事。

• 容器への適正な充填量と重量のルール順守。

“処理従事者からのお願い”
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Standard Precaution

• スタンダードプリコーションとは

• アメリカ疾病対策センター（CDC）が１９９６年に発表した、病院感染対策の基本的な方法。

• 全ての湿性生体物質は感染性があり、病原体を含んでいる可能性があるとみなして対応をする。

• 感染予防策は感染症の有無に係わらず、すべての患者に適用される。

• 成り立ち

• 米国では感染経路遮断（感染経路を明らかにし、それを遮断）が伝統的な感染予防対策であった。

• １９８０年代に新感染症である後天性免疫不全症候群（AIDS)が出現。HIV陽性検査に時間がかかること、また全ての患

者にHIV検査を行う事が困難であった。

• すべての血液はウイルスを含むものとして対応することになり、Universal Precaution:普遍的予防策が生まれた。

• １９８７年、生体分離隔離（BSI）が提案される。

• １９９６年、Universal Precautionの原理を拡張した予防策をStandard Precautionとした。

標準予防策
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輸液点滴セット・透析等回路の
取扱い（感染性該否）

点滴に使用したチューブが、
非感染性の廃棄物として分
別されていることがある。
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廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物
処理マニュアル 平成２９年３月 環境
省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部



廃棄物処理法に基づく感染
性廃棄物処理マニュアル

平成２９年３月

環境省大臣官房 廃棄物・
リサイクル対策部

紙おむつ
の取扱い

類型 定義（感染力、罹患した場合の重篤性等）

一類 危険性が極めて高い感染症

二類 危険性が高い感染症

三類 危険性は高くないが、特定職種での集団
発生を起こし得る感染症

四類 物件（動物又はその死体、衣食など）を介
して人に感染し、国民の健康に影響を与
えるおそれのある感染症

五類 国による調査結果に基づき、情報提供す
ることによって発生・拡大を防止すべき感
染症

新型インフ
ルエンザ
等感染症

新型インフルエンザ（新たに人から人に伝
染）及び再興インフルエンザ（過去に世界
規模で大流行し、長期間が経過）感染症

指定感染
症

一類～三類に分類されていない感染症で、
これに準じた感染症（原則１年後に分類）

新感染症 既知の感染症とは異なり、危険性が極め
て高い感染症

感染症の類型についての概要 81



資料提供： ㈱日本シルバー※注 都道府県、市区町村、処理業者によって分別方法が異なることがある。

82

82



感染性廃棄物の分別方法の問題点

・判断基準が複雑。

・判断が医師によって異なる。

・実際の分別は看護師が行っていることが多い。

・引き継ぎがうまくいかない為に、安全な分別方法が忘れられる。

・感染性に分別すると余計なコストが掛かる→非感染性に分別。

4M： 面倒・無関心・無責任・無知

医師、看護師として少しの注意と、配慮があれば・・・
鋭利物の突出、外周汚染、不完全密閉、過重量、容器変形容器、破損、はみ出し事例を無くせる。
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排出に際しての事務的注意事項

1. 処理業者の許可証の着目点
2. 紙マニフェスト vs. 電子マニフェスト
3. 産業廃棄物管理票交付状況等報告書
4. 廃棄物データシート （WDS)

84
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SAMPLE
医療機関等から排出される「非感染性廃棄物」は、産業廃棄物収集運搬業
許可証の“主に”これらの種類を所持していなければ収集運搬ができない。
例：定着液・現像液・医療機器・廃薬品、カルテ（プラスチック付着、金属付着、感熱紙付着、カーボ
ン紙付着、エコー写真付着、胃カメラ写真付着）等

• 紙くずや木くずは業種指定がされており、医療機関等から発生する当該廃棄物は産業廃棄物に
該当しない。

※注
感染性一般廃棄物に分類されるものについて
人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのお
それのある廃棄物で、産業廃棄物に該当しないもの。
例：素材が紙、包帯、ガーゼ、脱脂綿で石油由来でないものなど。

上記ついては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）の第４節 第１４条の４第１７項によって、特
別管理産業廃棄物の許可を有していれば収集運搬・処分ができると規定している。

医療機関等から排出される「感染性産業廃棄
物」は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
の「感染性廃棄物」の種類を所持していなければ
収集運搬ができない。キシレンは特管廃油

試薬類で該当するものは特管の強酸・
強アルカリ・又は特定有害産業廃棄物

85

優良性基準等の取得状況の記載



産業廃棄物管理票 （マニフェスト）
紙マニフェスト 電子マニフェスト（東京都医師会方式）

電子マニフェスト利用の場合は、産業廃棄物管理票交付状況等報告書の提出が免除される。
年間５０ｔ以上、感染性産業廃棄物を排出する事業者は、２０２０年４月１日より電子マニフェスト利用が義務となっている。

マニフェストに虚偽の記載、必要箇所への未記載はないか？ 紙マニフェストの場合、保管期限は５年間 （罰則あり）

１５３-００６５

１５３-００６５

１４０-０００３

１４０-００１３

０３-３７１０-９８９１

０３-３７１０-９８９１

０３-３７９９-５３７４

０３-３７６４-５３００

１３６６０２２１４３

１３７６００３０７２
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産業廃棄物管理票交付状況等報告書

紙マニフェスト使用の場合、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を毎年度「管轄する都道府県知事に提出する義務」がある。
提出していますか？ 電子マニフェストシステムの導入により煩雑な事務作業から解放される。
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1 提出年月日

3 廃棄物種類

4 廃棄物の性状

6 排出予定数量

7 感染性廃棄物の定義

12 その他

「感染性廃棄物」とは、人が感染し、若しくは 感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している
廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物。

□　右記の物すべて

8

2

特別管理廃棄物　感染性廃棄物

□　固形状の物　　　　　□　鋭利な物　　　　　□　液状又は泥状の物

□　密閉式ポリ容器　□　液体用密閉式ポリ容器　□　ダンボール（鋭利物は不可）　□　その他

（　　　　　）箱・kg・リットル・本・式　/　週・月・年 ※著しい増減がある場合はWDSを再提出する。

標準予防策に準じ、全ての患者の体液、組織には病原体があるものとして考える。

未知のウイルスなど感染のリスクが疑われる廃棄物は必ず感染性廃棄物として分別する

5 廃棄荷姿
相互に合意した容器を使用し、それ以外の容器は使用しない。

廃棄物の取扱い

感染防止のため、手袋、マスク、キャップ、フェイスシールド等の個人防護具（PPE)を適宜使用する。

感染性廃棄物適正処理のための相互重要確認事項

排出事業者
排出事業場

名　称 電話

住　所

廃棄物データシート　WDS

責任者

　　　　　　年　　　月　　　日 　　□　新規　　　　　□　変更

リチウムイオン電池を含む製品・スプレー缶・ライター・ボンベ等

放射性物質 廃棄時、法令で定められた以上の濃度・線量のもの。

爆発性物質

発火性物質

収集運搬業者 名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

処分業者 名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

排出事業者 名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

上記記載事項を相互に確認した
感染性廃棄物について不明な点や質問等がある場合、直接取引のある業者へ問い合わせる。

11

10 禁忌品

特記事項 （記入例）新型コロナウイルス感染症に罹患した患者のおむつは感染性廃棄物に該当する

下記の物は感染性廃棄物容器内へ混入しない

収集運搬から最終処分までの過程で、毒性ガス・火災・爆発等の発生原因となるもの。

引火性物質 収集運搬から最終処分までの過程で、火災・爆発の発生原因となるもの。

重金属等の有害物質

違法な物 違法な物・社会通念上不適切なもの。

人体と環境へ重篤、重大な悪影響を及ぼす水銀などを含む有害物質。

試薬類

容器の変形、破損がないことを確認する。

容器が確実に密閉されていることを確認する。

内容物の漏洩がないことを確認する。

液体が入っている場合は、漏洩事故防止のため収集運搬担当者に伝える。

容器外周に感染物が付着していないことを確認する。

容器外周が汚染されている場合は必ず消毒をする。

排出事業者確認事項（下記項目9～12）

容器が破損していないか確認する。

注意事項

使用開始時

使用時

容器は取扱いにより、破損・鋭利物の突出・内容物漏洩の可能性がある。

9 専用容器の取扱い
廃棄物を投げ入れない。

未使用、非感染性でも鋭利物、破損して鋭利になりえる物は感染性と同等に取扱う。

廃棄物は容器に対して適正な容量と重量を厳守しつつ、廃棄容器の節減に努める。

適正容量は容器の8割程度。変形・鋭利物突出の原因とならぬように留意する。

適正重量は使用する容器の容量と強度に応じて相互に確認する。

容器を乱暴に扱わない。

排出時 鋭利物が突出していないことを確認する。

「WDS」、又は「適正処理のために、必要事項が記載されたも

の」は、特別管理産業廃棄物（感染性産業廃棄物）を排出する
場合、処理業者への提出が廃掃法の義務。

提出していますか？

（一社）東京都産業資源循環協会 医療廃棄物委員会 様式

早川健一. 廃棄物情報の共有・伝達における化学の重要性. In: 廃棄
物資源循環学会研究発表会講演集 第 33 回廃棄物資源循環学会研
究発表会. 一般社団法人 廃棄物資源循環学会, 2022. p. 65.
第33回廃棄物資源循環学会研究発表会 (jst.go.jp)

杉本大輔; 高橋史武. 感染性廃棄物に特化した廃棄物データシート 
(WDS) の構築. In: 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第 30 回
廃棄物資源循環学会研究発表会. 一般社団法人 廃棄物資源循環学
会, 2019. p. 89.
第30回廃棄物資源循環学会研究発表会 (jst.go.jp)
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処理業者の優良性評価基準
業者を選ぶポイント

1. 東京都による優良性適合基準認定制度
1. 概要
2. 参画している地区医師会
3. 環境省の優良認定制度との違い

89



優良な業者はその設備や、人材の育成に多大なコストを掛けており知識や経験が豊富。

遵法・適正処理・先進的取組み
90



感染性廃棄物の
専門性適合認定
業者は４８社

許可業者全体
の僅か
０．２７％

感染性廃棄物を
廃棄するなら、
「専門性」の適合
認定を受けてい
る業者を推薦

優良性適合認定制度適合業者は下記リンクで検索できます。
https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/certification/28certified
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東京都医師会の医療廃棄物適正推進事業には、東京都環境公社からの「優良認定」を受け、

なおかつ「専門性」を取得している収集運搬業者のみが、医師会の厳しい基準を満たし同事業
に参画することができる。
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コロナ禍での感染性廃棄物処理

1. PCR検査実施人数 vs. PCR検査実施件数 vs. 新規陽性者数の推移（全国）
2. 日本産業廃棄物処理振興センターの調査報告書
3. 都内にある処理施設の処分実績
4. PCR検査廃棄物排出個数 vs. 新規陽性者数の推移
5. 収集運搬業
6. 処分業
7. 容器の需給
8. 総括
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PCR検査実施人数 vs. PCR検査実施件数 vs. 新規陽性者数の推移（全国）

データからわかる新型コロナウイルス感染症情報より作成
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図1. 電子マニフェスト使用分の感染性廃棄物委託量の推移（令和2年4月～12月） 

※ 令和2年4月時点の電子マニフェスト使用者における12月までの感染性廃棄物委託量を集計。
※ 容量が記載されたマニフェストデータは係数（0.3t./㎥）を用いて重量に換算。 

コロナ禍での感染性産業廃棄物
日本産業廃棄物処理振興センター調査報告書より抜粋

・コロナ禍における感染性廃棄物の発生状況調査を行った医療機関ではいずれも、新型コロナウイ
ルス感染症の患者が触れた可能性があるもの、患者の飛沫等が付着している可能性があるものは
すべて感染性廃棄物として取り扱うこととしており、新型コロナウ イルス感染症の患者を受け入れて
いない他の病棟と比較すると、患者１人当たりの感染性廃棄物の排出量は増加したと回答していた。 

・新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物を含めたすべての感染性廃棄物の排出量につい
ては、外来患 者が通院を控えた令和２年５月頃には減少したとの回答があった。しかし、新型コロナ
ウイルス感染症の入院 患者が増加した令和２年１２月頃には感染性廃棄物の排出量が例年の同時
期と比較して、約８～１０％程度、増加したとの回答があった。 

・令和 ２年４月から１２月末までの電子マニフェスト使用分の感染性廃棄物委託量の推移は図１に示
すとおり である。医療機関へのヒアリング調査の回答のとおり、電子マニフェストを使用している医療
機関では、令和２年５月前後に一旦、減少した感染性廃棄物の委託量はその後、増加しているもの
の、同時期の新規陽性者の 増加の度合い（図２）と比較して、感染性廃棄物の委託量の増加の度
合いは緩やかであった

・収集運搬業務、処分業務において、従事者に集団感染が発生した場合に、事業の縮小や停止せ
ざるを得なくなる。特に、処分施設の重要業務（工場長、運転管理や前処理、分析等）に携わる職員
は、少人数であっても、出勤できない場合は、施設の安定稼働の妨げとなる。

図2. 全国における新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数の推移（令和2年4月～12月） 

（出典： 廃棄物処理分野における新型コロナウイルス感染症対策に関するヒアリング調査結果）
kikansi_202204_p16_19.pdf (jwnet.or.jp)
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コロナ禍での感染性産業廃棄物

都内にある感染性廃棄物の焼却5社の受入量（ton）

年度 A社 B社 C社 D社 E社 合計

2016 15,326 11,486 2,752 1,385 2,597 33,546

2017 15,974 11,002 2,935 1,717 2,519 34,147

2018 16,626 11,397 3,060 2,164 2,502 35,749

2019 18,081 11,448 3,265 2,440 2,614 37,848

2020 18,953 11,737 3,578 2,427 2,710 39,405

2021 21,787 12,372 3,771 2,835 2,782 43,547

2022 21,847 12,470 3,794 2,747 3,029 43,887

都内にある感染性廃棄物の焼却５社の合計受入量（ton）
（都庁報告・公表制度より）

都内で発生した感染性廃棄物の処理は、都内の処分施設で処理されるとは限らない。

隣接県でも処理される。

都内処理施設の処分実績の推移
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PCR Biomedical waste Generation/day Newly Confirmed Covid-19 Positive Cases in Tokyo/Day

PCR検査廃棄物排出個数と新規陽性者数の推移（東京都内）
Number of Biomedical Containers Generated/Day in Tokyo (2021/2/19~2024/2/9) 

A社データより
vs.

Number of Covid-19 Newly Positive Cases in Tokyo (2021/1/6~2023/5/8)
厚生労働省 データからわかる新型コロナウイルス感染症情報より

※注
• A社が収集した「都内の民間検査団体のみ」のデータであって、他収集運搬業者が収集した他検査団体のデータは含まれない。
• 厚生労働省 データからわかる新型コロナウイルス感染症情報（5類に移行した2023年5月8日以降のデータ無し）

2023年5月8日 5類移行
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コロナ禍での感染性産業廃棄物
収集運搬業

• 大量に発生した感染性廃棄物によって収集運搬に遅延が発生した。

• 運搬要員の不足
• 車両の不足
• 容器の不足
• 保管場所の不足
• 処理施設からの搬入制限

• ロシアによるウクライナ侵攻は、相次ぐ値上げをもたらした。

• 梱包容器（ポリ容器・段ボール）
• 燃料費
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コロナ禍での感染性産業廃棄物

都医ニュース ２０２２年３月１５日

重量としての処理能力/日では、処理能力を超過することはなかった。

しかし
発生した容器の個数が、処理施設における処理能力個数/日を超過した。
※注

• スライド８、９の写真にある通り、感染性廃棄物容器はコンベアからエレベーターを通じて、１つ１つ焼却炉に

投入されるため一日に焼却炉へ投入可能な限界個数がある。

早川健一. 医療系廃棄物受入現場における COVID-19 の影響. 廃棄物資源循環学会誌, 2020, 31.6: 420-426.
ja (jst.go.jp)

松田由美. 日本におけるごみ処理システムのコロナ禍への対応について. 廃棄物資源循環学会誌, 2021, 32.6: 464-466.
ja (jst.go.jp)
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コロナ禍での感染性産業廃棄物
感染性廃棄物用容器の需給について
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排出量
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・ 第6波の2022年1月～2月に感染者増に伴い需要が集中し容器製造が逼迫した。
・ 事前に在庫を増やしたが想定以上の需要で納期遅れが生じた。
・ メディカルペールの製造を優先し納期遅れを最小限に抑えた。

対策と結果

感染者数等動向を確認し製造、在庫を増やしたことによりその後の供給遅れは生じていない。

問題点

感染者数が想定以上で結果準備不足（製造・在庫）だった。
排出事業者（病院）も想定以上の患者数（感染者）だった。
製造逼迫が知れ渡り過度の受注が殺到した。（収集運搬会社在庫確保、その後発注取消有り）

解決策

感染者数の動向を監視し製造・在庫増（製造メーカー）
感染者数の動向を監視し在庫増（当社）
緊急時にも対応できるよう社会情勢等に注視していく。

コロナ禍での感染性産業廃棄物
感染性廃棄物用容器の需給について ㈱エッチ・エス・ストロング
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1. 処理施設の重量としての処理能力/日では、処理能力を超えることはなかった。
一方で、発生した感染性廃棄物容器の個数が、処理施設における処理能力個数/日を超過した。

2. 大量に発生した感染性廃棄物によって、収集運搬工程に過大な負荷が生じた。
• 運搬したくても人員や車両の不足が生じ運搬に遅延が発生する事例。
• 運搬したが、処理施設での処理能力を超えており、搬入ができない事例。
• 現行の法制度では処理施設への搬入前、処理施設での保管場所容量に制限があり、その上限をやむを得ず超えた事例。

3. 容器の需給に大きな混乱が生じた。
• 容器は医療に伴う、廃棄物の梱包用途だけではない。
• 鳥インフル、豚熱に伴う需要、東日本大震災の際には汚染土壌を梱包するのにも利用された。

4. 原因
• 医療機関等からの感染性廃棄物として通常分別しない廃棄物、 “医療機関等”に含まれない施設からの感染性産業廃棄物に準
じて処理すべき廃棄物、特別の需要による感染性産業廃棄物が大量に生じた。
• 学校、企業、療養施設、PCR検査所、ワクチン接種会場等

• 個人防護具（PPE)のような軽くて嵩張る廃棄物が激増した。
• 空気感染に対する恐怖から、適正な容量に満たない容器も密閉され排出され続けた。

• 医療の静脈としての廃棄物処理になんらかの疾患が現れると医療業への深刻な脅威となりうる。
• 廃棄物処理業、環境省の問題だけと捉えず、医療業、厚生労働省でも問題意識と解決意識の共有が必要。
• 容器の需給にも目を配り、容器製造業への必要な支援策が必要。

コロナ禍での感染性廃棄物の総括

※注

感染性廃棄物でも医療機関等から生じない廃棄物（学校、企
業、療養施設、鍼灸院からの鋭利物）は、法律上感染性廃棄
物ではないが、それに準じて扱うことになっている。
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感染性廃棄物処理のSDGｓ

相田化学工業㈱
㈱五十嵐商会
㈱クレハ環境
神戸環境クリエート㈱
コスモ理研㈱
㈱シンシア
㈱トキワ薬品化工
㈱都市環境エンジニアリング
㈱日本シューター
㈱日本シルバー
日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱
㈱メッドトラスト東京
㈱リスト

各社の取組み事例（環境方針など）
（五十音順）
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エコドライブ運動への参加

環境省、経済産業省、国土交通省及び警察庁を関係省庁とするエコドライブ
普及連絡会の推奨する次の「エコドライブ１０のすすめ」を社内展開しています。
エコドライブ10のすすめを展開することで、15％程度燃費が改善されCO2排出
効果につながると推奨されています。

廃棄されるてんぷら油からの再生油を燃料とした廃棄物収集車両の導入

千葉県八街市の知的障害者施設で自立支援事業として展開されているバイ
オディーゼル事業に協賛し、当社八街営業所では廃棄物収運搬ディーゼル車
両の一部を、軽油からバイオ燃料に転換しています。また全社的に天然ガス
車やLPG車など「低公害車両の導入」を進めています。

練馬区学校給食残さの「肥料化リサイクル」を展開

練馬区内の小中学校・幼稚園・保育園・給食センター・老人ホーム・区役所本庁
舎などから排出された生ゴミを弊社「資源リサイクルセンター」で肥料化し「練馬
の大地」としてリサイクルしています。リサイクルセンターでは、生ゴミ容器の洗浄
には多量の水が必要となりますが井戸水利用ではコストは低くても環境にやさし
いとはいえません。そこでリサイクルセンターでは、再生可能な天然資源として、
降った雨を屋根で受け止め、施設の雨水入水タンクに貯蔵し、雨水を利用した
容器洗浄を行っています。もちろん雨水だけでは必要とするすべての水は確保
できませんが、「地下水の使用量を大きく削減する効果」が出ています。

グリーン購入の推進
当社では従来から、再生紙の購入、名刺やPR冊子などへの再生紙利用をはじ

め、照明器具・事務用機器などに省エネタイプの製品を導入するなど、購買の
グリーン化を推進してき ました。諸品の購入にあたっては、必要性を十分に考

慮し、品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷ができるだけ低い製品
やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することとし
ています。

省エネルギー診断の実施

東京都地球温暖化防止活動センターの「省エネルギー診断」を受け、経営にや
さしいコスト削減と環境にやさしいCO2削減の両立を目指しています。

環境マネジメントシステムの導入

当社では環境マネジメントシステムを導入し、環境活動の継続的改善に取り組
んでいます。

個人情報保護への配慮
個人情報保護マーク(Pマーク)を取得し、個人情報のセキュリティを確立してい
ます。

東京都産業廃棄物優良事業者の認定

東京における産業廃棄物処理業者の第三者評価制度「産廃エキスパート」の
認定を受けています。

次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法
に基づく行動計画の公表

当社は業務特性に合わせた年間総労働時間のコントロール実施をすることに
より、社員全員が働きやすい環境を作り、すべての社員がその能力を十分に
発揮できるように、次の行動計画を策定しております。
1. 業務の繁閑に応じた変型労働時間制の採用
2. 所定外労働を削減するためノー残業デーの設定

3. 採用時における女性応募者数を増やす（男女ともに活躍の場があることを
紹介）
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感染性産業廃棄物処理のSDG
(株)クレハ環境の取組

クレハ環境 では、主に4つの事業を行っています。
①産業廃棄物の収集運搬・処分
福島県いわき市（ウェステックいわき）、神奈川県川崎市（ウェステックかながわ）に処理施設があり、処理の

  難しい廃棄物でもクレハ環境グループで一括処理が可能です。
多様化する産業廃棄物を安全適正に処理することを第一に考え、処理技術の研究開発、新しい技術の公開も行っています。

②環境修復事業
これまで培った独自の技術と多くの実績、ノウハウを基に環境の浄化回復を行っていきます。
汚染状況の調査から浄化対策の設計及び施工、浄化後のモニタリングまで一貫体制で行っています。

➂環境エンジニアリング事業（建設業）
排ガス中に含まれる有機溶剤の回収や、有害・悪臭物質の除去を行う排ガス処理設備。浄水場における

  適正な水質管理の実現や､水質改善による水道施設の腐食防止などを目的とした環境対策設備の製造・販売を行っています。

④発電事業
ウェステックかながわでは、廃棄物を燃焼した熱で発電(サーマルリカバリー）を行っています。

クレハ環境 では、主に4つの事業を行っています。
①産業廃棄物の収集運搬・処分

福島県いわき市（ウェステックいわき）、神奈川県川崎市（ウェステックかながわ）に処理施設があり、処理の
  難しい廃棄物でもクレハ環境グループで一括処理が可能です。

多様化する産業廃棄物を安全適正に処理することを第一に考え、処理技術の研究開発、新しい技術の公開も行っています。

②環境修復事業
これまで培った独自の技術と多くの実績、ノウハウを基に環境の浄化回復を行っていきます。
汚染状況の調査から浄化対策の設計及び施工、浄化後のモニタリングまで一貫体制で行っています。

➂環境エンジニアリング事業（建設業）
排ガス中に含まれる有機溶剤の回収や、有害・悪臭物質の除去を行う排ガス処理設備。浄水場における

  適正な水質管理の実現や､水質改善による水道施設の腐食防止などを目的とした環境対策設備の製造・販売を行っています。

④発電事業
ウェステックかながわでは、廃棄物を燃焼した熱で発電(サーマルリカバリー）を行っています。
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基本理念

コスモ理研株式会社は、真の環境問題解決への道を歩み続けるため、医療廃棄物処理に従事した実績を十分に活
かし、人の健康及び生活環境に係わる環境保全活動を、全社一丸となって行うことを基本理念といたします。

環境方針

コスモ理研株式会社は、環境に対する基本理念に基づき、次の環境方針に取り組みます。

• 環境関連法規の遵守はもちろん、業界で制定した自主基準に基づき環境の保全に努めます。
• 医療廃棄物の適正処理方式確立のために、全力を尽くします。
• 環境目的及び目標を設定し、定期的に見直し、かつ継続的に改善できるシステムを構築いたします。
• 省エネルギー推進のため、各方面にわたり使用量等の削減に努めます。
• 全社員に対し、環境理念及び方針について教育を徹底し、環境への意識向上に努めます。
• 環境方針は文書化し、社員及び関係者に周知徹底するとともに、一般にも公開いたします。
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環境方針

1.産業資源の適正処理･再資源化及び環境の美化を推進します。
2.関連法令、地域社会との協定を順守し、環境汚染の未然防止に努めます。
3.事業環境の変化に応じて活動目標を設定し、環境パフォーマンスの向上を目指します。環境管理システムを継続的に改善し環境負荷を低減します。
4.省資源・省エネルギー及び温室効果ガス排出削減を推進し、持続可能な社会の構築に貢献します。
5.品川事業所、横浜事業所及び本社で働く一人ひとりが環境に対する意識の向上に努めます。
6.この環境方針は、一般にも公開します

CO2削減の取り組みについて

2015年のパリ協定を機に、日本でも「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」という目標が掲げられました。
シンシアも廃棄物処理を通じ環境問題の一翼を担う企業として、CO2削減対策本部を立ち上げ、活動を開始しました。

•安定操炉による発電量の増加
•燃料や電力の使用削減
•省エネルギー機器の導入
•3Rの促進（リサイクルセンター及びお取引先へのご提案）
•エコ車両の導入や運行管理方法の見直し
•緑化や植林の推進
•省エネルギー行動の実践

また、従前より廃棄物の焼却に伴い発生する熱エネルギーを利用した、サーマルリサイクルによるCO2削減に取り組んでいます。
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株式会社トキワ薬品化工は、有限資源のリサイクル、産業廃棄物の有効活用、 及び減量化の推進により自
然環境の保全、循環型社会の構築に貢献し、 排出事業者に安心と安全を提供することを経営の理念として
います。

植林によるCO2のオフセット事業・植林活動エコポイント
 2009年11月より月間に使用するエネルギー（電気・ガス・灯油、車輌の燃料等）使用量を集計し、CO2排出量を測定し、その一部を植林
によりオフセットしています。
植林ポイント制度は、感染性廃棄物の排出量に応じ、各医療機関にポイントを付与、植林による地球温暖化貢献を実施する制度です。
具体的には、プラスチック容器を環境に優しい再生容器に変更して頂きます。
これにより、容器容量のリットル当り2ポイント付与し、1980ポイントで1本の植林と交換します。
（＊再生容器は我々も取組んでいる使用済みペットボトルキャップを利用して製造されております）

～がん患者への支援自動販売機の設置～
  自動販売機の売上付帯品購入額の一部を、がん研究会へ寄付する事によって社会貢献をしております。
一人でも多くのがんと闘う患者さんとご家族のために、ご支援できるように当社では本社と工場に２台設置しております。

使用済切手の再利用
当社の事業活動で発生した使用済切手を、廃棄せず切手より一回り大きく切り取り
年間2,000枚～3,000枚程 神奈川県内の障害者支援施設に提供しています。
施設では、その切手の選別や切り揃えるなどの作業、及び鉛筆立て等の作品を製作し販売を行っています。

ボトルキャップを集めてワクチンを
私達はこども達の未来のために環境保全に取り組んでいます。
ペッドボトルの蓋をリサイクルすることで世界の子どもたちにワクチンを提供しております。
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都市、地域の環境を保全、向上するために、廃棄物、資源、エネルギーに関する課題解決を事業領域として定め、信
頼をベースとしたサービスを通じて、常にお客様の満足と従業員の幸福をめざし、持続可能な社会の形成に貢献する。

【企業行動規範の浸透】

社員は「鹿島グループ企業行動規範」を持ち、年2回のe-ラーニング研修を行い、実践していま
す。

【関係法令等の遵守】
廃棄物処理法をはじめとする関係法令を遵守するために、業務及び社内規範を常に見直し、適
正な契約更改を行います。

【反社会的勢⼒の排除と協⼒会社との適正な取引】

反社会的勢力との一切の関係遮断を図るため、マニュアル配布、研修会を実施しています。

【情報セキュリティへの取組み】
ISO27001を取得し、ISMS情報セキュリティ基本方針に従って企業活動に取り組んでいます。
【処理施設の現地確認】
収集した廃棄物を最終処分まで適正かつ確実に行い、お客様の処理責任が果たされるよう、中
間処理施設や最終処分場の現地確認を定期的に行っています。

【人材育成】
各職場でのOJTを核とし、それを補完する目的で種別ごとに専門性を高める研修を行っていま

す。

【安全衛⽣集会・安全パトロール】

経営トップ自ら有人現場の安全パトロールを実施しています。
事故撲滅のため、安全対策担当者による各現場のチェック及びフィードバックを行っています。

【ワーク・ライフ・バランスの推進】
•福利厚生サービス(ハーベストクラブ)
•育児休暇後の時短勤務制度
•男子独身寮の完備
•シニアエキスパートの雇用

【電動パッカー車の導入】

ビルの地下に配置されることが多い廃棄物保管室から
回収する場合、通常のパッカー車では廃棄物を巻き込
むためにエンジンを使用します。しかし、電動パッカー車
はエンジンを停止した状態で巻き込み作業が出来るた
め、静かな作業が行うことができ、また排気ガスを地下
駐車場に充満させることを防ぎます。

【地域貢献活動】
地域のお祭りへの参加やご拾い活動に積極的に参加し、地域コミュニティを大切にしま
す。
•各施設周辺でのごみ拾い
•江東区民祭り
•深川八幡祭り

【協賛・寄付】
•江東区海外リサイクル支援活動（カンボジア）
•渥美財団への寄付

【バイオディーゼル燃料の製造】
使用済みの食用油（廃油）を原料として、バイオディーゼル燃料(BDF)を製造しています。
BDFを軽油の代わりに使用することで、1リットル当たり約2.6kgのCO2を削減しています。
他にも軽油に比べて引火点が高く安全であり、排ガスに含まれるススや硫黄酸化物が少
ないというメリットがあります。
製造したBDFは、B100(バイオディーゼル燃料100%)で販売もしています。
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基本理念

•地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、 廃棄物処理業を行う企業として地球環境の改善
に配慮して行動することにより、国際社会共通の目標であるSDGsに取り組む。

行動指針

• 循環型感染性廃棄物収納容器（サイクルペール）を推奨することにより、CO2削減と鉱物資源の消費抑制及び感染
性廃棄物の減量化を目指す。

• 車両の使用に際し、交通事故等の災害及びCO2排出削減に努める。

• 毎月開催するドライバーミーティング、年１回開催する安全衛生大会を通じて、関係社員への環境方針の理解と環
境情報の周知徹底を行い、交通事故撲滅の意識向上を図る。
また、パートナー企業に対しても理解と協力を求める。

• 環境監査並びに環境マネジメントシステムの見直しを定期的に実施し、継続的に改善を行う。

• 環境関連の法律、規制、及び当社が同意するその他の要求事項は、順守するに止まらず、技術的・経済的に可能
な範囲で、一層の環境保全に取り組む。
※この環境方針は、社内外に当社ホームページにて公表する
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• 事業所内での電気、水道、ガスの節減、低公害・低燃費型車両の導入。

• 各診療所のご協力のもと、廃棄物を複数個溜めていただくことによって回収頻度を減らし、なおかつ高効率な収集運搬計画を策定し、
収集運搬に伴う温室効果ガスの発生を抑制している。

• 再生プラスチックを利用した容器を積極的に使用している。

• 廃棄物の運搬先は東京都の優良認定、又は環境省の優良認定に適合した、高リサイクル率、低排出ガスを達成している処分施設を特
に選別して搬入している。

• 定期的な環境報告書(LCA, GWC)の作成、その他CSR, BCPを公開している。

• 積極的なIT、電子マニフェストシステムの導入、グリーン購入によって、環境負荷の低減を実現している。

• 国立大学法人 東京科学大学にて感染性廃棄物の研究、日本医師会「生涯学習教育制度」での講師、地区医師会での講演を通じて、
産学官連携とした 「医療安全」ならびに「感染性産業廃棄物の管理」 について、啓発活動を行っている。

• 売上金は容器メーカーを通じて国内被災地への復興金として役立っている他、国連世界食糧計画（WFP)の国内評議員（国連WFP協
会）として、食料援助が必要な世界中の地域へ援助を行っている。
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環境マネジメントシステム基本方針

私たちの事業の主体である廃棄物を適正に処理することで 環境汚染を未然に防止し 環境保護を行
い 様々なステークホルダーの期待に応える事業活動を推進します

産業廃棄物の収集運搬におけるプロセスをレビューすることで 輸送の安全性を高め 同時に環境負
荷の低減を図るなど 実効性のある目的を設定します
事業に関連した適用可能な環境法規制 並びに契約上の義務を順守します
環境パフォーマンスを向上させるため 環境マネジメントシステムの継続的改善をはかります

日々の仕事が効率よく円滑に行えるよう 社員一人一人が身の回りの業務をチェックすることで 改善
に活かした健全な経営基盤を構築し 地域の環境と交通安全に貢献します

高齢化社会や環境問題に従事する企業の一員として 人から感謝される企業になれるよう 社員一団
となってサービスレベルの持続的な向上を目指し お客様から高い満足と信頼を獲得していくよう努め
ます

情報セキュリティマネジメントシステム基本方針

当社が保有している全ての情報資産を保護し お客様から高い信頼を得るため 情報セキュリティマネ
ジメントシステムを確立し 運用し レビューし 維持し セキュリティの改善に努めます
当社は 情報セキュリティマネジメントシステムの確立・維持に十分な経営資源を提供し 戦略的リスクマ
ネジメント組織体制を構築し 情報セキュリティのための役割及び責任を明確にします

個人情報の保護に関する法律をはじめとする 情報セキュリティ関連の法的要求事項並びにお客様と
の契約上のセキュリティ義務を順守します

当社の役員及び従業員それぞれが 廃棄物収集運搬及び貨物運送業務に係わるセキュリティの重要
性を理解し 情報資産を適切に取り扱うよう必要な教育・啓蒙を実施するとともに ご協力をいただく関
係会社に対し 当社が導入した管理策の適用を要請します

経営環境の変化や情報技術の進展などに応じ 情報セキュリティマネジメントシステムを定期的に監視
し 監査し レビューし その有効性を継続的に改善します

労働安全衛生マネジメントシステム基本方針

当社は 労働安全衛生マネジメントシステムにより全ての従業員の負傷と疾病の予防に取り組む
とともに 労働安全衛生マネジメントシステムとそのパフォーマンスの継続的な改善に努めます

従業員は リスクアセスメントを実施し 廃棄物収集運搬及び貨物運送業務に係わる危険源を
把握し 自分自身はもとよりお客様の安全衛生にも適切に取り組みます

当社は 労働安全衛生の危険源に適用すべき法的要求事項及びその他要求事項を特定し順
守します

全従業員に労働安全衛生に係わる義務を自覚させるために必要な教育・啓蒙を実施するととも
に車両運行に伴う交通災害の撲滅に取り組みます

労働安全衛生マネジメントシステムが当社にとって妥当かつ適切であることを確実にするため
リスク低減目標の設定 監査の実施 定期的なレビューを行います

産廃エキスパート

東京都が全国に先駆け、産業廃棄物の適正処理推進と許可業者のレベルアップを目的とした、
新たな制度を導入しました。

当社におきましては『産業廃棄物部門』及び『専門性感染性部門』の両部門において最高ランク
の『産廃エキスパート』を認証取得しております。
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株式会社リストでは、傾斜回転床炉を利用した環境に優しい焼却
処理を行っている。この機構によって高効率でより完全燃焼に近
い焼却が可能となり、少量の煤塵排出を達成している。

焼却後の残渣はマテリアルリサイクル、廃棄物の減容化を行った
後に最終処分場へと搬出される。なお、燃焼中は常時モニターに
て環境監視をしている。

「ヒートアイランド現象」緩和の切り札のひとつとして、同社で
は、造園やビルの屋上庭園、敷地内や周辺を緑化し衛生的な環境
を実現している。

敷地内に設置された15機の風力発電機により生み出される1日
7.5kwのクリーン電力は場内照明の一部に使用。

http://www.rest.co.jp/images/pv_720p.mp4動画

くにたちリスト - YouTube

くにたちリストチャンネルでは、産廃・ゴミ関連の動画だけでなく、はた
らくくるま、パッカー車（ごみ収集車）の動画や、お子様向けの環境や
知育アニメ、ごみ育動画も制作しています。
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感染性廃棄物専用容器のリユース

サイクルペールシステム (CP System)

CP システムの稼働状況CP システムの処理フロー

日本初の容器循環型感染性廃棄物処理システム「サイクルペールシステム」により従来都度廃棄されていた廃棄物容器の繰り返し利用が可
能になり、排出量の大幅な削減に繋がるとともに、容器の製造、処分時に発生するCO2の削減にも繋がっている。

動画 https://youtu.be/e842Us2Fg-I http://www.medicalpower.jp/move01.mp4動画
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医療機関が医療の動脈であるならば、処理業者は医療の静脈

廃棄物処理業者は、単にゴミを運び処理しているわけではありません。

医療機関が果たすべき、社会的、法的責任を運搬し処理しています。

東京都医師会会員の各位におかれては

引き続き

信頼のおける優良な業者に委託して頂き

感染性廃棄物に係るルール、注意点を守って

安全な廃棄物管理の励行をお願いいたします。

結語
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質疑、講演依頼は下記へお願いします。

医療廃棄物委員会

Email: info@tosankyo.or.jp

TEL: ０３-５２８３-５４５５

※ 詳細な分別方法と注意点は、委託先の収集運搬業者、処分業者の処分方法、都道府県、区市町村によって異なることがあります。

㈱クレハ環境 (メディカル営業部 メディカル営業課長)
㈱日本シューター  (執行役員 第二営業本部長)
㈱日本シルバー (代表取締役) / 博士（工学：東京科学大学）
コスモ理研㈱ (常務取締役)
㈱シンシア (執行役員 環境ソリューション本部長)
㈱リスト (専務取締役)

麻 生 典 保
児 玉 敏 男
杉 本 大 輔 *
鈴 木 知 巳
平 田 裕 二
三 田 和 広

資料作成チーム （氏名・所属 五十音順）

*責任編集者
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個人 団体

（一社）日本環境感染学会教育委員会・職業感染制御委員会 天昇電気工業㈱

（一社）廃棄物資源循環学会 東京消防庁 臨港消防署

（公財）日本アイソトープ協会 東京都環境局

（公財）日本産業廃棄物処理振興センター 成子クリニック（目黒区）

（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター メッドトラストESG㈱

（公社）東京都医師会 有害・医療廃棄物研究会

I-Method Forum ㈱エッチ・エス・ストロング

J＆T環境㈱ ㈱クレハ環境

環境省 ㈱シンシア

厚⽣労働省 ㈱日本シューター

神戸環境クリエート株式会社 ㈱日本シルバー

コスモ理研㈱ ㈱パートナーズコーポレーション

三甲㈱ ㈱メディカルパワー

テルモ㈱ ㈱リスト
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五十嵐 和代 ㈱五十嵐商店 代表取締役社長

板橋 虎太郎 相田化学工業㈱ 環境事業部部長

伊丹 重貴 ㈱トキワ薬品化工 代表取締役

岩崎 覚 明海大学 歯学部 元助教 博士（歯学）

川嶋 舟 東京農業大学 准教授 博士（獣医学）

菅野 みゆき 東京慈恵会医科大学付属柏病院 感染対策室 副室長

木ノ本 雅通 国立感染症研究所 元主任研究員 博士（医学）

金原 彩扇 日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱ 取締役

芝田 麻里 芝田総合法律事務所 代表弁護士

高橋 史武 東京科学大学大学院 教授 博士（工学）

千明 賢人 ㈱メッドトラスト東京 代表取締役

堤 寛 藤田医科大学 名誉教授 博士（医学）

新川 研 ㈱都市環境エンジニアリング 代表取締役社長

野口 健 (有)野口健事務所 アルピニスト

早川 健一 神戸環境クリエート株式会社 研究室

横田 信博 （公財）東京都環境公社 環境共⽣部長



補足資料

1. NO危険物入れないで （感染性廃棄物を排出されるお客様へ）リーフレット
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/document/no_kiken01.pdf

2. 感染性廃棄物適正処理のための相互重要確認事項 廃棄物データシートWDS
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx

3. 病院などの医療機関から排出される感染性廃棄物等の適正処理についてのお願い （３都県共同宣言）パンフレット
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/document/info201904.pdf

4. 産業廃棄物排出事業者の皆様へ～リチウムイオン電池等の危険物排出についてのお願い
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf

要チェック
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https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-220722_01.xlsx
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/document/info201904.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/document/info201904.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/document/info201904.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/summary/ri-ionfire2023.pdf
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小規模医療機関から発生する

感染性廃棄物の安全/危険排出事象及び

排出機序に係わる考察

（株） 日本シルバー  代表取締役 杉本 大輔



廃棄物

事業系

廃棄物

産業廃棄物

※2 該当

（※3 業種指定有り）

特別管理産業

廃棄物

感染性産業廃棄物

※ 1 該当（業種指定）

※ 2 黒文字該当

一般廃棄物

※2 非該当

（※3 業種指定有り）

特別管理一般

廃棄物

感染性一般廃棄物

※ 1 該当（業種指定）

※ 2 赤文字該当

家庭系

廃棄物

※2 産業廃棄物の種類
（※3 業種指定有り）

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アル
カリ、廃プラスチック類、紙くず、木
くず、繊維くず、動植物系残さ、ゴム
くず、金属くず、ガラス・コンクリー
ト・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、
家畜の糞尿、家畜の死体、ばいじん、
13号廃棄物、動物系固形不要物

※1 医療関係機関等
（病院，診療所，衛生検査所，介護老人保健
施設，介護医療院，助産所，動物の診療施設，
学術・試験等研究所）から生じる物（業種指
定）

感染性廃棄物に該当する物には※3 業種
指定があり、当該機関等（※1）に該当
しない業種から発生する“感染性を有す
る物”は、感染性廃棄物の種類に非該当
例：鍼灸院から発生する針は金属くず
例：体液付着の化学繊維は感染性産業廃棄物
例：体液付着の天然繊維は感染性一般廃棄物

爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に
係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物

※3 特定の事業活動に伴うもの（業種指定）
1. 紙くず：建設業・パルプ、紙又は紙加工

品の製造業・新聞業・出版業・製本業・
印刷物加工業

2. 木くず：建設業・木材又は木製品製造
業・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・
物品賃貸業に係る木くず

3. 繊維くず：建設業・繊維工業
4. 動植物性残渣：食料品製造業・医薬品製

造業・香料製造業
5. 動物系固形不要物：と畜場
6. 動物の糞尿・家畜の死体：畜産農業

※4：自治体によっては感染性一般廃棄物を
回収しない事例があり、感染性産業廃棄物に
準じて取り扱われることが多い。

廃棄物の
分類と定義

（出典：環境省 2022の資料を基に杉本が作図）

医療関係機関等から生じ、人が感染
し、若しくは感染するおそれのある病
原体が含まれ、若しくは付着している
廃棄物又はこれらのおそれのある廃
棄物



国内の医療施設の開設状況
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（出典：厚生労働省 2024）

全国の総数：180542

小規模医療機関：105418（約6割）

都道府県別：東京都が最多



国内の特別管理産業廃棄物の排出状況
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医療・福祉
435

（16.0％）

特別管理産業廃棄物の業種別排出量

感染性産業
廃棄物

464
（17.0％）

特別管理産業廃棄物の種類別排出量

（出典：環境省 2024）

特管産廃合計排出量：
約2727000 t

業種:
医療業が三番目に
排出量が多い（16％）

排出量：
約464000ｔ (17％)



感染性廃棄物の処理状況と特徴
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特別管理産業廃棄物の種類別処理状況

（出典：環境省 2024）

処理状況

再⽣利用量： 最も少ない

減容化率： 固体・泥状廃棄物の中で最も高い割合

最終処分の比率： 15％程度
（但し,最終処分量としては全体の30％を占め,最大）

理由： 感染性の特性がある為

特徴

• 有害性の原因である病原体等が肉眼で見えない

• 病原体の毒性が失われていないと推測して処理



感染性廃棄物容器に係わるトラブル
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収集運搬業者を対象にしたアンケート調査

破損容器： 約40％

不完全密閉： 約47％

容器変形： 約25％

容器の汚れ： 約46％

過充填容器： 約54％

針刺し損傷： 約34％

（出典：JWセンター 2020）



感染性廃棄物に係わる教育と関心
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国内では, 感染性廃棄物管理について基礎看護過程では全員がなん
ら教育を受けた経験がないと報告しており, 海外においても，適正
処理に係る知見が十分ではないと同様の指摘がされている。

感染性廃棄物に関連した知識不足への問に対して，半数以上の看
護師が困っているという結果があり, 感染性廃棄物管理に係る自身
の知識が十分であるかどうかの問に対しても，半数以上が十分で
はないと自覚している.
廃棄物は重要視されていない現状があると報告

日本医師会によると，環境省のマニュアルについての認識調査で
は，マニュアル存在について知っていたと答えたのは82.6％であ
り，高い水準となっているが，マニュアルの内容について知らな
いと答えたのは53.6％と減少．ほとんどの医師が感染性廃棄物に
対しての関心度が低いと報告している。（出典：日本医師会 2006）
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小規模医療機関から発生する

感染性廃棄物の

実態調査 （首都圏）



安全/危険排出の調査方法 （容器状態の目視調査）
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調査対象小規模医療機関（首都圏）

➢ 2018年4月1日～ 2019年3月31日までの1年間

➢ 感染性廃棄物の廃出時の容器状態を調査

➢ 調査対象は首都圏の小規模医療機関

➢ 小規模医療機関は病床20未満と定義
（厚⽣労働省の定義に準拠）

排出時における状態に対してバイアスが作用しないよう,

対象医療機関には事前通知を出していない．



COVID-19と感染性廃棄物 調査対象期間
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COVID-19蔓延期間の定義

前： 2016年4月1日(データ入手可能年度以降)から
 2020年3月31日(2020年4月7日の緊急事態宣言発令以前)まで

中： 2020年4月1日(2020年4月7日の緊急事態宣言発令以降)から
 2023年4月31日（2023年5月8日の5類移行以前）まで

後：2023年5月1日(2023年5月8日の5類分類以降)から
2024年3月31日(データ入手可能年度）まで

調査対象となった小規模医療関
係機関等から排出された容器に
ついての調査はCOVID-19パンデ
ミックでの特殊な状況下で行わ
れていない.



危険排出事象の種類
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不完全密閉（A）  容器の変形 （B）

過重量 （-）   外周汚染 （C）

破損 （D）  内容物のはみ出し（E）

針突出 （F）   不審な内容物     （-）

不審な内容物（混入禁忌品）とは

水銀含有医療用計測器, リチウムイオン電池, ボンベ, 試薬類等例

（内容物の確認ができない）

（写真で現わすのが難しい）



危険排出事象の定義と基準
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分類 定義 基準

不完全密閉 蓋が完全に閉まっていない 蓋が本体に完全に圧着されていないと視認された時

変形容器 蓋や本体に物理的変形 蓋や本体に物理的変形を視認した時

過重量
各容器容量に期待する重量を超過している
  (20 L: 10 kg, 40 L 及び 50 L: 15 kg 以上)

左記の重量を超過した時 （注1）

汚染容器 容器外周に血液等の汚染痕がある 容器外周に体液,薬品類が付着していると視認した時

破損容器 容器外周に破損個所がある 容器外周に物理的破損が視認された時

はみ出し 蓋と本体の隙間から内容物のはみ出しがある 蓋と本体の隙間から内容物のはみ出しがあるのを視認した時

鋭利物突出 容器外周から鋭利物の突出がある 容器外周から鋭利物の突出があるのを視認した時

注1： 箱単価による経済的重量制限の他に, 容器はコンベアやエレベーターを使用して, 焼却炉に搬送・投入される為に最大重量制限（15 kg）がある.

注2： それぞれの分類に該当された時,容器1に対して計上1とするが,容器によっては複数の分類に該当するものがある.その場合複数計上した.

（ 例：不完全密閉, 容器変形, 過重量が1つの容器で複数該当する場合, 計上数は3）

排出時の目視確認



調査結果 安全/危険排出事象の割合
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危険排出事象（不適正排出）：37.7％
不完全密閉 67.0％
容器変形 24.6％
過重量 6.31％

＝ 97.9％

サンプル
医療機関の総数：151 施設

容器の総個数： 2364 個

容器の総容積： 64317 L

容器の総重量： 約13.19 Mg

診療所 歯科診療所 動物診療施設 介護保険施設 合計

サンプル 母数 割合（％） サンプル 母数 割合（％） サンプル 母数 割合（％） サンプル 母数 割合（％） 割合（％）

東京都 120 15016 0.799% 3 10666 0.028% 6 1959 0.306% ー ー ー 1.134%

神奈川県 5 7162 0.070% 0 4938 0.000% 1 1240 0.081% ー ー ー 0.150%

埼玉県 2 4570 0.044% 0 3519 0.000% 1 868 0.115% ー ー ー 0.159%

千葉県 3 3968 0.076% 0 3203 0.000% 4 870 0.460% ー ー ー 0.535%

合計 130 30716 0.423% 3 22326 0.013% 12 4937 0.243% 6 13797 0.043% 0.723%

2024年12月末時点での各都道府県にある施設数（厚労省・農水省）， 介護保険施設は2022年10月1日時のデータで全都道府県での施設数（厚労省）



注記
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得られた科学的知見に対して，杉本の実務経験で得られた知見, 
現場観察に基づく分析, 考察, 一般的な解説を加えた．

危険排出事象をなんら確認しなかった小規模医療機関

「安全排出基準適合医院（適正医院/安全排出医院）」

（危険排出事象率=0.00％）

調査対象医療機関の危険排出事象率

（危険排出事象該当個数/排出総個数）

危
険
排
出
事
象
率

(%
)

危険排出事象率
=0.00％, n=94

危険排出事象率
=100％, n=34

0.00%＜危険排出事
象率＜100％, n=23

１箱でも危険排出事象が確認された小規模医療機関

「安全排出基準適合未達医院（不適正医院/危険排出医院）」 

（危険排出事象率>0.00％）．

「安全排出基準適合未達医

院」が排出した容器のすべ

てが「危険排出事象」と

なっているわけではない．
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安全/危険排出事象に係わる

非心理的要因の

仮説分析

1. 状況的要因（排出頻度）

2. 経済的要因（処理コスト）

3. 物理的要因（必要押圧力）

4. 偶発的要因



仮説 １

状況的要因
（排出頻度）

導出理由
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排出頻度 の関係性安全/危険排出事象と

先行研究は、

感染性廃棄物管理には定期的な実務トレーニングが必要

と報告

小規模医療機関から排出される感染性廃棄物の

排出頻度が低い＝次回排出時までの間隔が開く

排出の間隔が開けば, それだけ安全排出の為の知識, 経験, 注意が薄れる？

仮説1

初回の排出から次回の排出までの期間が長いほど安全
排出のための記憶ないし注意が薄れ，医療従事者が感
染性廃棄物を安全に排出する行為が阻害される．結果
として危険排出事象が増加する．
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状況的要因 （排出頻度） 検証方法

排出頻度
（次回排出までの期間）

安全排出が増加する？高い（短い）

低い（長い） 危険排出が増加する？

相対的に

危険排出に該当する容器の年間排出個数と危険排出率と相関の検証

本仮説は負の相関を期待する

安全排出率 ＝ 危険排出個数 / 排出総個数

危険排出率と排出個数の相関係数（ウェルチのt-検定）

危険排出率ごとの排出個数の違い（一元配置分散分析）
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状況的要因 （排出頻度） 検証結果 １

排出個数とその危険排出率に明確な相関性は見られない.

r= -0.268,  

95%信頼区間: -0.492～-0.0105

但し

相関係数の有意性は見出された （p=0.0209）

無相関であるとの結論は得られない

排出個数と危険排出頻度
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状況的要因 （排出頻度） 検証結果 ２

危険排出頻度に応じて平均個数に有意な違いは見出されない

危険排出率を0.2区間で区分

排出個数に有意な違いが見出されるか検証

高い排出頻度は
安全排出に繋がるとは言えない

（低い排出頻度は危険排出に繋がるとは言えない）

p=0.0693
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状況的要因 （排出頻度） 検証結果 ３

危険排出医療機関 ＞ 安全排出医療機関

危険排出医院はより多くの感染性廃棄物を排出

結果
検証１-３は予想と異なる

感染性廃棄物の平均排出個数

排出の間隔が開けば, それだけ安全排出の
為の知識, 経験, 注意が薄れる

予想
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状況的要因 （排出頻度） 仮説１

先行研究は、感染性廃棄物管理には定期的な実務トレーニングが必要と報告している。

何故ならば、排出頻度が高いほど安全排出に関する記憶や注意が維持されやすい

しかし、感染性廃棄物の危険排出は排出頻度に大きな影響を受けていない

よって、危険排出は他の要因に影響を受けている

感染性廃棄物に係る医療従事者の知識，関心や注意の強さ、心理的要因などが影響している？

仮説1

初回の排出から次回の排出までの期間が長いほど安全
排出のための記憶ないし注意が薄れ，医療従事者が感
染性廃棄物を安全に排出する行為が阻害される．結果
として危険排出事象が増加する．

棄却



仮説 ２

経済的要因
（処理コスト）

導出理由 １
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処理コスト の関係性安全/危険排出と

請求方法＝￥ / 箱（箱単価）

先行研究は

「医療機関等では不可避な経済的事情があり, 経営コスト削減のために

先ず一番目に削られるのは廃棄物処理費用である」

と報告している。

小規模医療機関

 少量排出（容積・箱数・重量） / 1回収

 廃棄物の処分コスト＜収集運搬コスト

 回収作業に時間的余裕が無い（駐車違反+
開院時間帯の制約等）⇒都度, その場で重さ
を量れない

小規模医療機関では、経済的要因（処理コスト削減意識）が関与している

大規模医療機関

請求方法＝￥ / ｋｇ（重量単価）

 多量排出（容積・箱数・重量） / 1回収

 廃棄物の処分コスト＞収集運搬コスト

 トラックに満載される⇒処分施設で車両ご
と重量計で一括計量が可能

直接的排出者（院長） ＝ 経営主（雇用者） 間接的排出者（医師・看護師） ＝ 被雇用者

小規模医療機関の院長は
廃棄物処理コスト削減への積極性が高い？

容器への過充填が多く報告されている.

大規模医療機関の被雇用者は
廃棄物処理コスト削減への積極性が低い？
容器への過少充填が多く報告されている.

1. 外部性の問題
廃棄物の適正処理は生活や営業に無影響

2. コスト
廃棄物処理費用の対価として報酬が無い

3. 効率性
手間がかかる

4. 情報の非対称性
適正処理に関わる情報不足による，正しい
選択肢の限定性

5. 時間的ギャップ
廃棄物は直ちに排出者に影響しない

一般論として，
廃棄物に対する排出者の関心は低い

相対的に



仮説 ２

経済的要因
（処理コスト）

処理費
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処理コスト の関係性安全/危険排出と

処理費 ＝ 排出個数 × 箱単価

箱単価請求システムの補足事項

大容量サイズは小容量サイズに比べて

➢ １箱あたりの処理単価は高い（¥/箱）

➢ 但し、単位容積当たりの処理単価が安い

（¥/リットル）

仮説２a 大きな容量の容器は小さい容量の容器に比べて過充填を招きやすく，
危険排出につながる要因（過重量・不完全密閉・容器変形）を連鎖
的に生じさせる．よって危険に排出される容器は，小さな容量より
も大きな容量の容器に発生しやすい箱単価

小規模医療関係機関等では，容器に過充填をすることで排出個数を
減らして感染性廃棄物の排出コスト削減を図る動機が生じる．過充
填が過重量を引き起こし，連鎖的な容器変形の原因となっている．排出個数

仮説２b

例
スーパー等で購入する、肉類等
の大容量パックが,１パック当た
り高いが, ｇ当たり安価である
理由と同じ
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予想

経済的要因 （処理コスト）  検証方法 ２a

危険排出容器の平均容量 ＞ 安全排出容器の平均容量

安全/危険排出容器の平均容量をウェルチのｔ-検定によって比較検討

※有意水準を5％とし，効果量はCohen’s dで評価した．

仮説２a

大きな容量の容器は小さい容量の容器に比べて過充填を招きやすく，危険
排出につながる要因（過重量・不完全密閉・容器変形）を連鎖的に生じさ
せる．よって危険に排出される容器は，小さな容量よりも大きな容量の容
器に発生しやすい
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過重量・不完全密閉・容器変形の全てのケースで予想通り

経済的要因 （処理コスト） 検証結果 ２a

安全/危険排出での容器の平均排出量の比較 （A：不完全密閉，B：容器変形，C：過重量）

危険排出容器の平均容量 ＞ 安全排出容器の平均容量

不完全密閉 容器変形 過重量
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予想

経済的要因 （処理コスト）  検証方法 ２b

過重量と容器変形の間に統計的に有意な関連性が現れる

➢ 両者の関連性をフィッシャーの正確確率検定によって検討

仮説２b
小規模医療関係機関等では，容器に過充填をすることで排出個数を減らし
て感染性廃棄物の排出コスト削減を図る動機が生じる．過充填が過重量を
引き起こし，連鎖的な容器変形の原因となっている．

• 有意水準は5％とし，有意水準10％では有意な傾向ありと表記する．

• 効果量はクラメールの連関係数（Cramer’s V）で評価した．

➢ 過重量と容器変形についてはオッズ比を求めて検討

• 過重量と安全重量の容器において容器変形が⽣じる比率の偏りについて定量的に評価．

Cramer‘s V

0.1以上

0.3以上

0.5以上

弱い関連性

中程度の関連性

強い関連性
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容器変形と過重量の関連性

1. 過重量となっている容器は最も大きい容量（50 L：70箱）のものが顕著に多い

2. 小さな容量（20 L）は容器変形と過重量の関連性については観察されなかった．

3. 容器変形が観察された容器は20 Lの容量（形状は立方体：127箱）

      次いで50L（118箱）のものが最も多い．

経済的要因 （処理コスト） 検証結果 ２b
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1. 容器変形と過重量の関連性について，40 Lおよび50 Lの容

量の容器でそれぞれにおいて有意な関連性が認められた.

• 40 L容器: p=0.00277， Cramer’s V=0.326

• 50 L容器: p<0.001，  Cramer's V=0.445

• 効果量は40 L，50 Lの容器ともに0.3以上であり，中程

度の関連性を見出した．

2. 容器変形と過重量におけるオッズ比において，その95％信

頼区間は31.04-529.1であった．

• 過重量となっている容器は容器変形となる確率が過重

量となっていない適正排出の容器と比較して約31～529

倍高いことを見出した．

経済的要因 （処理コスト） 検証結果 ２b

Cramer‘s V

0.1以上

0.3以上

0.5以上

弱い関連性

中程度の関連性

強い関連性

容器変形と過重量の関連性 40 L

容器変形と過重量の関連性 50 L

容器変形と過重量のオッズ比 50 L

クロス集計分析とオッズ比
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経済的要因 （処理コスト） 仮説２

✓ 仮説２aの予想通り, 危険排出容器の平均容量は安全排出容器の平均容量よりも有

意に大きかった.

✓ 仮説２bの予想通り、過重量と容器変形の間に統計的に有意な関連性が現れた.

仮説2a
大きな容量の容器は小さい容量の容器に比べて過充填を招きやすく，危険排出につなが
る要因（過重量・不完全密閉・容器変形）を連鎖的に生じさせる．よって危険に排出さ
れる容器は，小さな容量よりも大きな容量の容器に発生しやすい．

支持

仮説2b
小規模医療関係機関等では，容器に過充填をすることで排出個数を減らして感染性廃棄
物の排出コスト削減を図る動機が生じる．過充填が過重量を引き起こし，連鎖的な容器

変形の原因となっている．
支持

廃棄物の処理コストを下げるために過充填された容器は過
重量を引き起こし，付随して容器変形の原因となっている



仮説 ３

物理的要因
（必要押圧力）

導出理由
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必要押圧⼒ の関係性不完全密閉と

仮説３
医療従事者が容器を完全密閉する際の押圧力が密閉に必要な押圧力
よりも小さく，結果として不完全密閉を誘発している．

専用容器には高い強度と密閉性が求められる

評価試験実施項目 密閉性評価試験

✓ 把手強度試験

✓ 落下試験

✓ 耐漏洩性試験

✓ 耐貫通性試験

✓ 転倒試験

✓ 積重ね試験

✓ 耐水性試験

✓ 密閉性試験

完全密閉に必要な押圧⼒に対して医療従事者の押
圧⼒不足が不完全密閉を誘発している？

（出典：JWセンター ）
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仮説３の予想

物理的要因 （必要押圧力）  検証方法（実験）

完全密閉に必要な平均押圧⼒ ＞ 医療従事者の平均押圧⼒

実験方法：

1. 重量計に容器を設置し、密閉に必要な押圧⼒を測定（単位 N：newton）

2. サンプル N＝20 （東京科学大学（旧 東京工業大学）の学⽣と職員）

3. それぞれの被験者は容器を押圧し、それぞれ３回測定して平均値を求めた

4. 性別・年齢の影響についての分析手法

• 多元配置分散分析（multi-way ANOVA）

• Tukey-Kramer多重比較法

仮説３
医療従事者が容器を完全密閉する際の押圧力が密閉に必要な押圧力よりも
小さく，結果として不完全密閉を誘発している．
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完全密閉に必要な押圧力 検証実験

方法

容器を押圧して完全密閉する（ロック音が鳴るまで）

✓ 廃棄物が過充填されている  ⇒ 押圧力はさらに必要

✓ 過充填容器を完全密閉する  ⇒ 容器変形が発生する

   ⇒ 注射針などの鋭利物が突出

✓ 容器外周が汚染されている  ⇒  容器に触りたくない

✓ 廃棄物のはみ出し  ⇒ 完全密閉されていない

✓ 不完全密閉が発生している  ⇒ 病原体等に曝露する危険性

✓ 容器を蹴り閉める  ⇒ 容器の破損

仮定

 法律上, 密閉容器は再開封不可

 密閉容器は物理的に再開封が困難

 密閉容器の内容物が視認できない

処理困難物（禁忌品）の充填が発⽣

➢ 処理費が高額（水銀・試薬等）
➢ 処理方法が不明（試薬, 放射性廃棄物）
➢ 分別が面倒

理由

危険排出
事象を誘発

結果
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物理的要因 （必要押圧力） 検証結果

容器を完全密封するための必要押圧力

➢ 20L立方体タイプ（183N) ＜ 20L直方体タイプ（268N)

➢ 押圧力は有意に大きい p=0.00176， Cohen’s d=1.165

➢ 40 L容器（229 N）

➢ 50 L容器（208 N）

➢ 男性と女性との間の押圧力に有意な差が見出された

➢ p<0.001， Cohen’s d=0.909

＊ 図中の緑線は, 20L立方体容器の必要最低押圧⼒（183 N）
を示し, 女性の平均押圧⼒（184N）が僅か1N上回る
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看護職員の割合は女性が多くを占める

➢ 1996年時：女性 96.6％（男性3.4％）

➢2020年時：女性 92.4 ％（男性 7.6 ％）

調査対象医療機関における現場観察

➢ 女性看護師が感染性廃棄物容器を実際に扱い，密閉

作業を行っていた

➢ 男性看護師を観察していない

➢ 但し, 放射線技師・理学療法士・柔道整復師を抱える医療機

関では男性が観察されたことから, 女性看護師に代わって密

閉作業を行った可能性がある.

物理的要因 （必要押圧力） 背景情報
（看護職員の性別構成比）

（出典：厚生労働省）
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本仮説を棄却するものではない反面，積極的に支持する証左を与えるものでもないが・・・

男女間で押圧⼒に有意差を見出した

女性の平均押圧⼒が完全密閉に必要な平均押圧⼒よりも低い

医療機関に従事する看護師は、92％以上が女性である

女性看護師の押圧⼒の不足が不完全密閉の原因になっていると考えられる.

物理的要因 （必要押圧力） 仮説３

予想

結果

完全密閉に必要な平均押圧⼒ ＞ 医療従事者の平均押圧⼒



仮説 ４

偶発的要因

導出理由
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安全/危険排出事象 の関係性偶発性と

容器が安全排出ないし危険排出となるかは，偶発的要因によって主に支配され，

継続的ないし特徴的要因の影響は小さい？

仮説4
危険排出は主に偶発的要因に起因しており，容器が安全排出となる
か危険排出となるかはランダムである．

仮に、医療従事者の身体的押圧⼒に依存して不完全密閉が誘発されているとして

✓ 医療従事者の誰が（年齢や性別，身体的能力など）密閉作業を担当するのか？

✓ 密閉作業をする際の作業的余裕（時間）の有無？

仮に、容器への感染性廃棄物の過充填による過重量は、感染性廃棄物の発⽣状況
や充填物などに依存しているとして

✓ 季節性インフルエンザの流行などによって小規模医療機関での診療活動（繁閑）が
変化し，結果として感染性廃棄物の発生量が変化する？

偶発的要因

偶発的要因



仮説４の予想

偶発的要因 検証方法

危険な容器の割合

小規模医療機関から排出される容器個数は、医療機関によって大きく異なる

≠ 危険容器を排出した小規模医療機関の割合

容器の危険排出が偶発的要因に支配される場合：

 容器ベースの危険排出割合
 危険排出に該当する容器を排出した小規模医療機関の割合

予想の
理由① 一致しないはずである

危険排出が偶発的要因ならば、各医療機関の排出個数の多少に関わらず同じ割合で危険排出とな

るはず。

予想の
理由②

危険な容器の割合は、排出個数に依らず同じ割合となる

（ただし、偶然に両者の割合が一致する可能性あり）



161

➢ 容器の個数ベースでは37.7％の容器が危険排出

➢ 危険排出を行った小規模医療機関の割合は38.2％

偶発的要因 検証結果 １

仮説４の予想1
個々の容器ベースでの危険排出の割合

≠
危険容器を排出した小規模医療機関の割合

結果

予想に反して非常に近い値を示した
両者に有意な違いは見出されなかった（Z検定，p=0.992）．
ただし検出力（1-β）が0.0522と低いため，第2種の過誤の可能性を否定できない．
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偶発的要因 検証結果２

安全に排出した容器の割合 

約62.3％

危険に排出した容器の割合

約37.7％

安全/危険に出された容器の割合結果仮説４の予想2

排出個数の多少に依らず、

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

≦10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 91-100 ＞100
適

正
/不

適
正

排
出

の
割

合
（

％
）

総排出個数（-）

予想に反して, 想定された割合（赤線）と実数での割合は異なる値を示した

＊81-90は該当データ無し

χ2検定（適合度検定）
p＜0.001

Cramer’s  V: 0.400

一様分布にならなかった.
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仮説4を支持しない結果が得られたが，

仮説検定の検出⼒の弱さに起因している可能性を否定できない

偶発的要因 仮説４

仮説４
危険排出は主に偶発的要因に起因しており，容器が安全排出となるか危険排出となるか
はランダムである

棄却

Z検定で両者の割合について検定したところ，両者に有意な違いは見出されなかった（p=0.992）．
ただし検出力（1-β）が0.0522と低いため，第2種の過誤，すなわちZ検定の検出力が小さいために
有意な違いを見出されなかった可能性を否定することはできなかった．今後の検討が必要
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1. 危険性の認知

2. 容器容量の認知

3. 密閉の困難性

4. 密閉の煩わしさ

5. 容器入替えの煩わしさ

安全/危険排出事象に係わる

心理的要因の

仮説分析



仮説 ５

危険性の認知

導出理由
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安全に資する行動 の関係性危険などに対する認知と

 災害時の避難行動において，状況に対する危険認知の低さが避難時の意図形成に
影響することを示唆している．

 自転車の危険運転（ないし安全運転）についても危険性の認知が意図形成に関与
している

 自身が被害者となる場合より加害者となる場合の方が安全運転への意図が形成

されにくいと報告されている．

先行研究は、危険認知が意図形成に影響を与える ことを報告

小規模医療機関での危険排出は、加害者的立場に近い

 直近の危険性は、感染性廃棄物の収集・処理業者に向けられる

 感染性廃棄物の安全な排出への意図形成がされにくい？

リサイクルに対する認知は、理知的なプロセスと本能的なプロセス

リサイクルへの認知を脳波計測で分析した研究より

 リサイクルへの肯定的な意思が理知的な判断プロセスにて形成されている

 リサイクルへの否定的な意思は認知する危険性や本能的忌避感などによって形成
されている．

仮説5 低い危険認知度が危険排出事象を誘発している
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仮説 ６

導出理由

仮説6
容器容量の不足が過充填（過重量）を誘発し，さらに他の
危険排出（不完全密閉および容器変形）を誘発している

容器容量の認知（不足） の関係性過充填、その他危険排出誘発と

仮説２abの検証結果（左図）は、不完全密閉や
容器変形，過重量となっている危険排出の場合,
相対的に容量が大きな容器が使用されている傾
向が多いことを見出している

 容器容量に対して過分な感染性廃棄物を充填したことで
（過充填），これらの危険廃棄を引き起こしていると考え
られる．

 比較的大きな容器を使用しているにも関わらず，むしろ過
充填が相対的に多く生じている.

危険排出医院は廃棄しようとする廃棄物容量に対して、 

必要な容器容量が不足している？

この不均衡は容器容量に対する不満は
容器を小さいと認知する傾向に現れる？

容器容量の認知

不完全密閉

容器変形

過重量
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仮説 ７

導出理由

密閉の困難性

容器密閉の困難性 の関係性不完全密閉と

仮説３の検証結果（左表）は、容器の密閉
作業には平均で183 N以上の押圧⼒が必要
であることを見出した。

しかし

先行研究では、若年女性の最大筋⼒は平均
141 Nと報告している。

容器を密閉するには，蓋の四隅を強く押し付ける動押圧動作が必要である

密閉に必要な平均押圧⼒ ＞ 扱い者の平均押圧⼒

容器を密閉できず, 困難性が⽣じていると考えられる。

先行研究は, 作業に対して認知する困難性は,

それに要すると認知する労務量と比例的な関係があるとしている.

 梱包容器の密閉における困難性が不完全密閉を誘発している可能性がある？

 安全排出医院と危険排出医院では容器密閉に対して認知する困難性が異なっている？

仮説7 容器を密閉する困難性が不完全密閉を誘発している．
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仮説 ８

導出理由

密閉の煩わしさ

容器密閉の煩わしさ の関係性不完全密閉と

仮説７では密閉作業の困難性が不完全密閉を誘発すると考えた

 廃棄物の分別やリサイクルに対する意思（および行動）に認知的困難性が影響を与
えているとする研究例は多いが，直接的な影響であるかはよく分かっていない．

 認知的困難性が他の心理要因（計画的行動理論における行動統制感と態度）に複雑
に関与している.

 意思から行動への駆動⼒に関与している.

先行研究では,

認知される困難性が直接的な不適正排出の誘発要因となっていない場合

 困難性が低いものの心理的負担感が大きい時は（煩わしさ，面倒さ，嫌悪感な
ど）心理的負担感が不完全密閉を誘発している可能性がある．

心理的負担感、特に煩わしさが不完全密閉を招く？

仮説8
容器を密閉することに対する煩わしさが
不完全密閉を誘発している。

と報告している.
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過充填によって容器に不具合
（不完全密閉，容器変形，容器破損）が⽣じた場合

新たな容器に入れ替え（充填・梱包）すれば
危険排出は防がれるはずである.

新たな容器への入れ替えに対する煩わしさが，
危険廃棄を招いている可能性がある？

仮説 ９

導出理由

容器の入替えの
煩わしさ

容器入替えの煩わしさ の関係性不完全密閉、容器変形、破損容器と

仮説9
容器の入れ替えに対する煩わしさが危険排出（不完全密閉，
容器変形および容器破損）を誘発している．



アンケートの調査方法
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調査対象小規模医療機関（首都圏）

容器状態の調査をした151の小規
模医療機関を対象に，アンケート
を行った．

71の小規模医療機関より回収
回答率：47.0％
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質問票は6項目の質問で構成されている

鏡文 質問 １～５ 質問 ６



アンケート調査の概要 問１⇒仮説５
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危険廃棄に直結する
容器状態の経験認知

に関する項目

1. 蓋が閉まりきらない 【＝不完全密閉】

2. 容器が膨らんでいる 【＝容器変形】

3. 容器が割れている 【＝容器破損】

4. 密閉後の容器が重い 【＝過重量】

5. 蓋からはみ出している【＝内容物のはみ出し】

6. 容器から突出物がある【＝針突出】

7. 容器に汚れがある 【＝容器汚染】

問１ 廃棄物を排出する際,今までに経験したことや感じた
ことを選択してください（複数回答可）

１
蓋が閉まりき

らない
容器が曲がっ

ている

３
容器が割れ

ている

４
密閉後の容
器が重い

５
蓋からはみ出

している

６ 
容器から突出

物がある

７
容器に汚れ

がある
容器に液体
が溜まって

いる

蓋が固く閉め
にくい

容器が満杯に
なっている

２
容器が膨ら
んでいる 

容器が倒れ
る

蓋を足で押し
て閉める

容器を足で動
かす

分別方法が
難しい

容器に触り
たくない

危険排出に直結す
る経験認知



アンケート調査の概要 問１⇒仮説５
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危険排出の誘発要 
因となる経験認知

問１ 廃棄物を排出する際,今までに経験したことや感じた
ことを選択してください（複数回答可）

蓋が閉まりき
らない

c
容器が曲がっ

ている
容器が割れ

ている
密閉後の容
器が重い

蓋からはみ出
している

容器から突出
物がある

容器に汚れ
がある

i
容器に液体
が溜まって

いる

a
蓋が固く閉め

にくい

b
容器が満杯に
なっている

容器が膨ら
んでいる 

d
容器が倒れ

る

e
蓋を足で押し

て閉める

f
容器を足で動

かす

g
分別方法が

難しい

h
容器に触り
たくない

危険排出の誘発要因となり得る
容器状態の経験と認知

に関する項目.

a. 蓋が固く締めにくい 【＝不完全密閉への誘発】

b. 容器が満杯になっている 【＝針突出以外の不適正廃棄への誘発】

c. 容器が曲がっている 【＝不完全密閉や容器変形への誘発】

d. 容器が倒れる 【＝容器破損への誘発】

e. 蓋を足で押して閉める 【＝不完全密閉への誘発】

f. 容器を足で動かす 【＝容器破損への誘発】

g. 分別方法が難しい 【＝過充填による,不完全密閉,過重量への誘発】

h. 容器に触りたくない 【＝不完全密閉への誘発】

i. 容器に液体が溜まっている【＝過重量への誘発】



アンケートの調査の概要
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危険認知度を測る対象作業・経験は，以下の6項目.

 蓋が閉まりきらない【不完全密閉】

 容器が膨らんでいる【容器変形】

 容器が割れている【容器破損】

 蓋からはみ出している【内容物のはみ出し】

 容器から突出物がある【針突出】

 容器に汚れがある【容器汚染】

問１⇒仮説５
安全/危険排出医院での危
険認知度の違い



アンケートの調査の概要
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容器の大きさ（小ささ）に関する認知

各質問ともリッカート尺度の5段階評価で認知の度合いについて質問

容器の完全密閉に対しての煩わしさ

容器の完全密閉に対しての困難性

容器の入替えに対しての煩わしさ

問２⇒仮説６

問３⇒仮説８

問４⇒仮説７

問５⇒仮説９

問２～５⇒
仮説６～９



Schefféの一対比較法（中屋の変法）による危険認知度の数値化
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Thurstone

•心理刺激に対する反応強度（興奮量）に確率変動がある.

•弁別過程での興奮量は正規分布に従うと想定することで，興奮量を数値化する.

•興奮量は本調査では該当しない.

Scheffe

•弁別過程などの心理的過程は考慮しない.

•分散分析のモデルを援用してリッカート尺度での評価スコアを説明する.

Scheffe

• Scheffeの方法では一人の回答者が一対比較を一回のみ行い，比較対象の順序効果も考慮する.

• アンケート調査の回答者数は，一対比較の総数の2倍を必要とする制約がある．

• 回答者はすべての一対比較に対して回答．

中屋の変法

• 一対比較における2つの対象それぞれへの

➢平均的反応強度の差

➢一対比較を行う個人に由来する平均的反応強度からのズレ

➢一対の対象同士の組み合わせ効果，および誤差項から構成される.

中屋の変法
一対比較での興奮量， 
心理的過程， 比較対象
の順序効果を考慮しない

分析手法



仮説５の分析（計算式）
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危険認知度（平均的）と, 個人的危険認知度ともに値が大き
いほど, より危険であると認知している．
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リッカート尺度のスコア



検定手法
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シャピロウィルク検定

（有意水準5％）

ウェルチのｔ検定

（有意水準5％）

効果量: Cohen’s d

ブルンナー・ムンツェル

検定

（有意水準5％）

効果量: Stochastic 

Superiority

正規性有り 正規性無し

効果量
Cohen's d

0.2以上 小程度の差

0.5以上 中程度の差

0.8以上 大きなの差

効果量
Stochastic 
Superiority

0.56以上 小程度の差

0.64以上 中程度の差

0.71以上 大きなの差
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問1では危険廃棄に直結する経験をしたか質問した.

経験選択の有無は経験認知の有無と解釈する

危険排出の実績の有無 と 経験認知の有無 を組み合わせた

➢ 2×2のクロス集計にまとめ，実績と経験認知の関連性をフィッシャーの正確確率検定を用いて検証した.

➢ 選択肢間での関連性をケンドールの順位相関係数（τb）で評価した.

＊但し, 有意性が認められても, 相関係数によって下記の通り考察した

有意水準 5% 有意な関連性有り

相関係数

0～0.1 ほぼ相関無し

0.1～0.3 弱い関連性

0.3～0.5 中程度の関連性

0.5～1.0 強い関連性

有意水準
5% 有意な関連性有り

10% 有意な傾向有り

効果量
Cramer's V

0.10 弱い関連性

0.30 中程度の関連性

0.50 強い関連性

危険排出に直結する容器状態を経験した認知 と

実際の危険排出実績 の関係 検証手法と評価方法



経験認知 と 危険排出 の実績の関連性 分析結果
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不完全密閉と容器変形のみ, 実績と経験認知の関連性を検証できた

 回答データが１つだけであった過重量，容器破損，容器汚染について：

 過重量の実績がある危険排出医院は経験認知している

 容器破損や容器汚染の実績がある危険排出医院は経験認知をしていない

 針突出と内容物のはみ出しに関して,  回答した危険排出医院が無かった.

＊ サンプル数を増やした追加調査が必要であるが，危険排出に関する実績は, 
   そのような経験をしたと危険排出医院に認知されづらい（気づかない）可能性がある.



容器状態への認知 と 行動 と 実績の関連性 分析結果
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A

B

C

➢ 「密閉後の容器が重い」経験認知は
 「容器変形」と有意に中程度の関連性を示す

（p=0.0231，Cramer's V=0.301）

➢ 「容器が満杯になっている」経験認知は
     「容器変形」と有意な傾向があり小～中程度の関連

性を示す
（p=0.0521，Cramer's V=0.257）

➢ 「蓋を足で押して閉める」経験認知は
      「不完全密閉」と有意に小～中程度の関連性を示す

（p=0.0358，Cramer's V=0.256）．

➢ 「容器が膨らんでいる」経験認知は
      「容器変形」と有意な傾向があり小～中程度の関連

性を示す
（p=0.0813，Cramer's V=0.237）．

A

B

C

D
D



仮説５の検証 その１
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低い危険認知度が
危険廃棄を誘発している．

予想

安全排出医院と危険排出医院では危険
認知度が異なり，危険排出医院の方が
危険認知度は低い傾向にある．

結果
予想に反して

 安全排出医院と危険排出医院の間で
危険認知度の順序に大きな違いはな
かった.

 各項目の危険認知度の平均について
も有意な差は見出されなかった.



仮説５の検証 その２
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低い危険認知度が
危険排出事象を誘発している．表4.2 不適正排出に直結ないし誘発要因への経験や認知の有無と危険認知度

（個人的危険認知度の平均）の比較

  問 1 での選択項目 経験の

認知 

危険認知

度 

（問 6 よ

り） 

検定

法* 

p 値 

（効果量） 

備考（問 6 での選

択項目） 

適正医院  蓋が閉まりきらな

い【不完全密閉】 

なし -0.0465 BM  0.592 

(0.613) 

蓋が閉まりきらな

い  あり -0.292 

容器が膨らんでい

る【容器変形】 

なし -0.976 BM  0.350 

(0.600) 

容器が膨らんでい

る  あり -1.10 

容器が割れている 

【容器破損】 

なし 0.606 - - 容器が割れている 

  あり - 

容器から突出物が

ある【針突出】 

なし 0.702 - - 容器から突出物が

ある  あり - 

容器が満杯になっ

ている 

【内容物のはみ出

し】 

なし 0.233 BM  0.489 

(0.595) 

蓋からはみ出して

いる 

  

あり 0.357 

容器に汚れがある 

【容器汚染】 

なし -0.538 t  0.0865 

(0.928) 

容器が汚れている 

  あり 0.000 

容器に触りたくな

い【容器汚染】 

なし -0.585 t  0.0331 

(0.847) 

容器が汚れている 

  あり -0.104 

不適正医

院 

蓋が閉まりきらな

い【不完全密閉】 

なし 0.0926 t  0.576 

(0.646) 

蓋が閉まりきらな

い  あり -0.167 

容器が膨らんでい

る 

【容器変形】 

なし -0.917 t  0.00347 

(1.168) 

容器が膨らんでい

る 

  

あり -1.42 

容器が割れている 

【容器破損】 

なし 0.858 - - 容器が割れている 

  あり - 

容器から突出物が

ある【針突出】 

なし 0.725 - - 容器から突出物が

ある  あり - 

容器が満杯になっ

ている 

【内容物のはみ出

し】 

なし 0.143 t  0.642 

(0.254) 

蓋からはみ出して

いる 

  

あり 0.278 

容器に汚れがある 

【容器汚染】 

なし -0.807 -  -  容器が汚れている 

  あり -1.00 

容器に触りたくな

い 

【容器汚染】 

なし -0.771 t  0.384 

(0.448) 

容器が汚れている 

  あり -1.00 

 

予想

安全排出医院と危険排出医院では危険認知度が異なり，
危険排出医院の方が危険認知度は低い傾向にある．

結果
予想に反して

安全排出医院，危険排出医院ともに経験認知の有無で分け
たほぼ全てのグループにおいて，個人的危険認知度に有意
な差が見出されなかった．

危険排出に直結する経験や誘発要因となる経験について，その有無
でグループ化し、個人的危険認知度に違いが現れるか検討した．

2点の例外：
安全排出医院での「容器に触りたくない」認知と「容器が汚れている」実績
危険排出医院での「容器が膨らんでいる」認知と「容器が膨らんでいる」実績
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仮説５ 検証結果

仮説５ 低い危険認知度が危険排出事象を誘発している． 棄却

本仮説を棄却する.

危険認知度は危険排出を招く心理的メカニズムにおいて重要な要因にはなっていない．

✓ 安全排出医院と危険排出医院の間で危険認知度の順序に大きな違いはない.

✓ 各項目の危険認知度の平均についても有意な差は見出されなかった.

✓ 安全排出医院，危険排出医院ともに経験認知の有無で分けたほぼ全てのグループにおいて, 個人的危険認知度
に有意な差が見出されなかった．



仮説６の検証 その１
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容器容量の不足が過充填（過重量）を誘
発し，さらに他の危険排出（不完全密閉
および容器変形）を誘発している.

容器の大きさへの認知に関して，安全排出医院および
危険排出医院での平均値を比較した

図4.6 容器の大きさへの認知（平均値）の比較

予想

「安全医院」と「危険医院」では容器
の大きさに対する認知が異なり，危険
排出医院の方が小さいと認知する傾向
にあるはずである．

結果

危険排出医院の認知（平均値-0.273）

＜
安全排出医院の認知（平均値0.0816）

予想通り有意に小さい
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仮説６の検証 その２

不完全密閉 過重量 変形容器 破損 針突出 異物突出 不審内容物 外周汚染

不完全密閉 1.0000 -0.0972 -0.5861 -0.0013 0.0226 -0.0013 - 0.0686

過重量 -0.0972 1.0000 0.3077 0.4105 -0.0130 0.4990 - 0.0331

変形容器 -0.5861 0.3077 1.0000 0.1768 -0.0367 0.1768 - 0.2174

破損 -0.0013 0.4105 0.1768 1.0000 -0.0065 0.1533 - -0.0197

針突出 0.0226 -0.0130 -0.0367 -0.0065 1.0000 -0.0065 - -0.0080

異物突出 -0.0013 0.4990 0.1768 0.1533 -0.0065 1.0000 - 0.1191

不審内容物 - - - - - - - -

外周汚染 0.0686 0.0331 0.2174 -0.0197 -0.0080 0.1191 - 1.0000

ケンドールの順位相関行列のヒートマップ

不完全密閉 過重量 変形容器 破損 針突出 異物突出 不審内容物 外周汚染

不完全密閉 - 0.0580 P < 0.001 0.9790 0.6593 0.9790 0.1813

過重量 - P < 0.001 P < 0.001 0.7999 P < 0.001 0.5183

変形容器 ** ** - P < 0.001 0.4743 P < 0.001 P < 0.001

破損 ** ** - 0.8993 0.0028 0.7013

針突出 - 0.8993 0.8764

異物突出 ** ** ** - 0.0202

不審内容物 -

外周汚染 ** * -

順位相関係数の検定　［上三角：P値/下三角：*,P<0.05 **,P<0.01］

容器容量の不足が過充填（過重量）を誘
発し，さらに他の危険排出（不完全密閉
および容器変形）を誘発している.

予想

容器変形によって蓋の密閉が困難となる, 
結果として不完全密閉を誘発する

結果

予想通り

 過重量 ⇒ 容器変形，容器破損，内容物のはみ出しと

 有意に正の相関があった.

予想に反して

 容器変形と不完全密閉は有意に負の相関があった.
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1. 危険排出医院は容器が小さいと認知 過充填が発⽣

2. 過充填 過重量 または 不完全密閉を並行して誘発

3. 過重量 不完全密閉

4. 過重量 容器変形
容器破損
内容物のはみ出し

5. 容器変形 容器破損
内容物のはみ出し

6. 不完全密閉 容器変形 有意に負の相関

7. 容器破損 内容物のはみ出し

8. 容器変形 容器汚染

仮説６の考察 その３

＊ 相関は因果関係を特定し
ない. 誘発過程の矢印は
実務経験を基に考察した.

並行して誘発

限定的（負の相関）

弱い相関

弱い相関

限定的

※ 不完全密閉容器は容器変形とならない

※ 誘発過程としての相関ではなく, 不適切な容器の取
扱いと, 廃棄物への低い関心度が原因として考察する

1

8

4

3

4

2

2

6
5

5

4

7

容器容量の不足を原因とする
危険排出の相関図
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仮説６ 検証結果

仮説６
容器容量の不足が過充填（過重量）を誘発し，さらに他の危険排出（不
完全密閉および容器変形）を誘発している.

支持

本仮説を支持する.

危険排出医院では容器容量の不足が過充填（過重量）を誘発し，
さらに他の危険排出（不完全密閉および容器変形）を誘発している.

✓ 安全排出医院と危険排出医院では容器の大きさに対する認知が異なる.

✓ 安全排出医院では容器の大きさがちょうど良いと認知する傾向にある.

✓ 危険排出医院では容器の大きさが小さいと認知する傾向にある．

✓ 容器への過充填が過重量を誘発している.

✓ 過重量はさらに他の危険排出事例を誘発している.



仮説７の検証
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容器を密閉する困難性が
不完全密閉を誘発している

容器密閉に際しての困難性への認知に関して，安全排出
医院と危険排出医院の平均値を比較した

➢ 両者ともに，容器密閉に対してほぼ中立的な認知
➢ 効果量も小さい

予想

安全排出医院と危険排出医院では容器の密閉作業に
対して認知する困難性が異なり，危険排出医院の方
が強い困難性を認知する傾向にあるはずである

結果

予想に反して

危険排出医院と安全排出医院が認知する困難性

両者に有意な違いは見出されなかった．
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仮説７ 検証結果

仮説７ 容器を密閉する困難性が不完全密閉を誘発している． 棄却

本仮説を棄却する.

容器を密閉する困難性が不完全密閉を誘発していない.

✓ 安全排出医院と危険排出医院では容器の密閉作業に対して認知する困難性は中立的

✓ 危険排出医院の方が強い困難性を認知する傾向が無い



仮説８の検証
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容器を密閉することに対する煩わ
しさが不完全密閉を誘発している．

容器密閉に際しての困難性への煩わしさに関して，安全
排出医院と危険排出医院の平均値を比較した

予想

安全排出医院と危険排出医院では容器の密閉作業に
対して認知する煩わしさが異なり，危険排出医院の
方が強い煩わしさを認知する傾向にあるはずである

結果
予想に反して

両者に有意な違いは見出されず、効果量も小さい
p=0.407 効果量：0.558
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仮説８ 検証結果

仮説８ 容器を密閉する煩わしさが不完全密閉を誘発している． 棄却

本仮説を棄却する.

容器を密閉する煩わしさが不完全密閉を誘発していない.

危険排出医院が認知する煩わしさ
vs.

安全排出医院が認知する煩わしさ

有意な違いは見出されず効果量も小さい.



仮説９の検証
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容器の入れ替えに対する煩わしさが
危険排出（不完全密閉，容器変形お
よび容器破損）を誘発している．

安全排出医院では必要に応じて容器の入れ替えを行っているがゆえにその煩わしさを認知している.

危険排出医院では容器の入れ替えを行っていないがゆえに, そもそも煩わしさを認知することがな
い可能性が示唆される．

予想

安全医院と危険排出医院では容器の入れ替えに対し
て認知する煩わしさが異なり，危険排出医院の方が
強い煩わしさを認知する傾向にあるはずである．

結果
予想に反し

両者に有意な違いは見出されず、効果量も小さい
p=0.182 効果量：0.618
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仮説９ 検証結果

仮説９
容器の入れ替えに対する煩わしさが危険排出（不完全密閉，容器変形お
よび容器破損）を誘発している．

棄却

本仮説を棄却する.

容器の入れ替えに対する煩わしさは危険排出を誘発していない

危険排出医院が認知する容器入れ替えに対する煩わしさ
vs.

安全排出医院が認知する容器入れ替えに対する煩わしさ

安全排出医院では必要に応じて容器の入れ替えを行っている ⇒煩わしさを認知する
危険排出医院では容器の入れ替えを行わない ⇒煩わしさを認知することがない

有意な違いは見出されなかった.

但し, 認知の可否の理由として, 経験が関与している可能性がある.
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感染性廃棄物の

安全/危険排出事象に至る

排出機序



排出機序の比較（経験認知・状態認知）
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τb=0.549
ｐ＝0.0118

τb=0.500
ｐ＝0.0221

危険排出医院 は安全排医院に比べて, 項目間の関連性が鮮少であった.

危険排出医院 安全排出医院

危険排出医院は「状態を経験したとする認知」が相対的に少ないことから,安
全排出医院に比べて廃棄物に対する関心が相対的に低いと考えられた．



危険排出事象に至る機序の検討
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概要図

【行動】

（危険排出は誘発せず）

容器を足で
動かす

【状態】

（状態を経験したとする認知）

【認知】 【行動】

（危険排出を誘発）

容器に
触りたくない

蓋を足で
押して閉める

容器が
汚れている 不完全密閉

【危険排出の実績】

密閉後の
容器が重い

容器が満杯に
なっている

容器が
膨らんでいる

容器変形

容器が
小さい

過重量 容器からの
はみ出し

容器破損

分別方法が
難しい

危険認知度

煩わしさ

密閉の困難性

影響なし

τb =0.463

p = 0.0339

τb =0.463

p = 0.0339

τb =0.624

p = 0.00427

p=0.0358

Cramer’s V =0.256

仮説6の検証より
p=0.0063

Stochastic superiority =0.635

仮説6の検証より
p=0.0141

Stochastic superiority =0.633

p=0.0521

Cramer’s V =0.257

p=0.0521

Cramer’s V =0.257

p=0.0231

Cramer’s V =0.301

τb =0.500

p = 0.0221τb =0.549

p = 0.0118

τb = -0.586

p < 0.001

τb = 0.499

p < 0.001

τb = 0.308

p < 0.001

τb = 0.411

p < 0.001

τb = 0.177

p < 0.001

τb = 0.177

p < 0.001

τb = 0.153

p = 0.00279仮説5の棄却

仮説8と仮説9

の棄却

仮説7の棄却

変形した容器では
不完全密閉が
むしろ少ない

容器汚染

τb = 0.217

p < 0.001

危険排出医院



安全排出に至る機序の検討
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概要図

安全排出医院

壁

壁
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医療関係機関等から排出される

感染性廃棄物の安全排出に向けた

推奨事項
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1. 危険排出事象が閉める割合で一番高い事象は「不完

全密閉」である.不完全密閉の原因となる経済的要

因による過充填が,危険排出事象を誘発している.

◼ 容器容量の約8割充填を推奨する.

◼ 感染性廃棄物に係わる診療報酬の見直しを推

奨する.

2. 感染性廃棄物容器については,女性看護師の完全密

閉に必要な押圧⼒の不足が物理的要因として⽣じ

ている.

◼ 容器の密閉性を損なわず,なおかつ閉め易い

容器構造の改善を推奨する.

3. 医療従事者への啓発. （感染性廃棄物に係る知識の

修得と注意喚起）

◼ 医療従事者への継続的な啓発活動を推奨する.

◼ 廃棄物データシート（WDS)を用いた情報伝

達方法推奨する.

4. 医療従事者となる者への初期教育. （感染性廃棄物

に係る知識の修得と関心の向上）

◼ 教育課程（医学部・歯学部・獣医学部・看護

学校等）での履修を推奨する.

背景

既往
研究
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